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(57)【要約】
【課題】用紙に形成された画像の表裏位置を低コストで
正確に読み取りつつ、画像の突発的な表裏位置ずれを容
易に検出することができる画像読取装置、画像形成シス
テム、及びプログラムを提供する。
【解決手段】画像形成装置５により、用紙Ｐの表裏にそ
れぞれ印Ａが形成され、印Ａを読み取る第１スキャナー
７０１ａと、第１スキャナー７０１ａの下流側に設けら
れ、印Ａを読み取る第２スキャナー７０１ｂと、を備え
た画像読取装置７であって、第１スキャナー７０１ａ及
び第２スキャナー７０１ｂの少なくとも一方により読み
取られた印Ａの印字位置に基づき、印Ａの表裏位置を調
整する位置調整部５１１と、位置調整部５１１により調
整された印Ａの表裏位置に基づき、印Ａの表裏位置ずれ
を監視する監視部５１３と、を備える。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙に形成された画像を読み取る第１スキャナーと、
　前記第１スキャナーの下流側、かつ前記用紙を通紙させる搬送経路を挟んで前記第１ス
キャナーと反対側に設けられ、用紙に形成された画像を読み取る第２スキャナーと、
を備えた画像読取装置であって、
　前記第１スキャナーにより読み取られた用紙の第１面に形成された印の印字位置と、前
記第２スキャナーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置とに基
づき、又は、前記第１スキャナーにより読み取られた、表裏から同一基準で位置関係を読
み込める原稿の前記第１面に形成された印の印字位置と、前記第２スキャナーにより読み
取られた前記原稿の第２面に形成された印の印字位置とに基づき、前記第１スキャナーと
前記第２スキャナーとの機差を調整する機差調整部と、
　前記機差調整部により前記機差が調整された場合、用紙の前記第１面に形成される印の
基準位置である第１基準位置と、用紙の前記第２面に形成される印の基準位置である第２
基準位置とを決定する位置調整部と、
　前記位置調整部により決定された前記第１基準位置と、前記第１スキャナーにより読み
取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置とのずれ量である第１基準ずれ量を
監視し、前記位置調整部により決定された前記第２基準位置と、前記第２スキャナーによ
り読み取られた用紙の前記第２面に形成された印の印字位置とのずれ量である第２基準ず
れ量を監視する監視部と、
を備える、
　画像読取装置。
【請求項２】
　前記位置調整部は、
　さらに、前記監視部により監視される前記第１基準ずれ量と、前記監視部により監視さ
れる前記第２基準ずれ量とに基づく、用紙に印が形成される際の印字位置の調整のための
フィードバックを画像形成装置に対して行う、
　請求項１に記載の画像読取装置。
【請求項３】
　前記機差調整部は、
　前記第１スキャナーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置と
、前記第２スキャナーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置と
に基づき、前記第１スキャナーと前記第２スキャナーとの機差を調整する、
　請求項１又は２に記載の画像読取装置。
【請求項４】
　前記第１スキャナーと前記第２スキャナーとの間、又は、前記第１スキャナーの上流側
に用紙を反転させる反転経路を備え、
　前記機差調整部により前記機差が調整される場合、前記第１スキャナーは、前記反転経
路によって反転されていない用紙に形成された画像を読み取り、前記第２スキャナーは、
前記反転経路によって反転された用紙に形成された画像を読み取る、
　請求項３に記載の画像読取装置。
【請求項５】
　前記機差調整部は、
　前記第１スキャナー及び前記第２スキャナーにより読み取られた同一の用紙の前記第１
面に形成された印に基づき、前記機差を調整する、
　請求項３又は４に記載の画像読取装置。
【請求項６】
　前記機差調整部は、
　前記第１スキャナー及び前記第２スキャナーにより読み取られた異なる用紙の前記第１
面に形成された印に基づき、前記機差を調整する、
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　請求項３又は４に記載の画像読取装置。
【請求項７】
　前記機差調整部は、
　前記第１スキャナーにより読み取られた前記原稿の前記第１面に形成された印の印字位
置と、前記第２スキャナーにより読み取られた前記原稿の前記第２面に形成された印の印
字位置とに基づき、前記第１スキャナーと前記第２スキャナーとの機差を調整する、
　請求項１又は２に記載の画像読取装置。
【請求項８】
　前記位置調整部は、
　前記機差調整部により前記機差が調整された場合、前記原稿に形成された印の印字位置
に基づき、前記第１基準位置と前記第２基準位置とを決定する、
　請求項７に記載の画像読取装置。
【請求項９】
　用紙の表裏にそれぞれ画像を形成する画像形成部と、
　用紙に形成された画像を読み取る第１スキャナーと、
　前記第１スキャナーの下流側、かつ前記用紙を通紙させる搬送経路を挟んで前記第１ス
キャナーと反対側に設けられ、用紙に形成された画像を読み取る第２スキャナーと、
を備えた画像形成システムであって、
　前記第１スキャナーにより読み取られた用紙の第１面に形成された印の印字位置と、前
記第２スキャナーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置とに基
づき、又は、前記第１スキャナーにより読み取られた、表裏から同一基準で位置関係を読
み込める原稿の前記第１面に形成された印の印字位置と、前記第２スキャナーにより読み
取られた前記原稿の第２面に形成された印の印字位置とに基づき、前記第１スキャナーと
前記第２スキャナーとの機差を調整する機差調整部と、
　前記機差調整部により前記機差が調整された場合、用紙の前記第１面に形成される印の
基準位置である第１基準位置と、用紙の前記第２面に形成される印の基準位置である第２
基準位置とを決定する位置調整部と、
　前記位置調整部により決定された前記第１基準位置と、前記第１スキャナーにより読み
取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置とのずれ量である第１基準ずれ量を
監視し、前記位置調整部により決定された前記第２基準位置と、前記第２スキャナーによ
り読み取られた用紙の前記第２面に形成された印の印字位置とのずれ量である第２基準ず
れ量を監視する監視部と、
を備える、
　画像形成システム。
【請求項１０】
　前記位置調整部は、
　前記監視部により監視される前記第１基準ずれ量と、前記監視部により監視される前記
第２基準ずれ量とに基づく、用紙に印が形成される際の印字位置の調整のためのフィード
バックを前記画像形成部に対して行う、
　請求項９に記載の画像形成システム。
【請求項１１】
　前記機差調整部は、
　前記第１スキャナーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置と
、前記第２スキャナーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置と
に基づき、前記第１スキャナーと前記第２スキャナーとの機差を調整する、
　請求項９又は１０に記載の画像形成システム。
【請求項１２】
　前記第１スキャナーと前記第２スキャナーとの間、又は、前記第１スキャナーの上流側
に用紙を反転させる反転経路を備え、
　前記機差調整部により前記機差が調整される場合、前記第１スキャナーは、前記反転経



(4) JP 2019-195211 A 2019.11.7

10

20

30

40

50

路によって反転されていない用紙に形成された画像を読み取り、前記第２スキャナーは、
前記反転経路によって反転された用紙に形成された画像を読み取る、
　請求項１１に記載の画像形成システム。
【請求項１３】
　前記機差調整部は、
　前記第１スキャナー及び前記第２スキャナーにより読み取られた同一の用紙の前記第１
面に形成された印に基づき、前記機差を調整する、
　請求項１１又は１２に記載の画像形成システム。
【請求項１４】
　前記機差調整部は、
　前記第１スキャナー及び前記第２スキャナーにより読み取られた異なる用紙の前記第１
面に形成された印に基づき、前記機差を調整する、
　請求項１１又は１２に記載の画像形成システム。
【請求項１５】
　前記機差調整部は、
　前記第１スキャナーにより読み取られた前記原稿の前記第１面に形成された印の印字位
置と、前記第２スキャナーにより読み取られた前記原稿の前記第２面に形成された印の印
字位置とに基づき、前記第１スキャナーと前記第２スキャナーとの機差を調整する、
　請求項９又は１０に記載の画像形成システム。
【請求項１６】
　前記位置調整部は、
　前記機差調整部により前記機差が調整された場合、前記原稿に形成された印の印字位置
に基づき、前記第１基準位置と前記第２基準位置とを決定する、
　請求項１５に記載の画像形成システム。
【請求項１７】
　用紙に形成された画像を読み取る第１スキャナーと、
　前記第１スキャナーの下流側、かつ前記用紙を通紙させる搬送経路を挟んで前記第１ス
キャナーと反対側に設けられ、用紙に形成された画像を読み取る第２スキャナーと、
を備えた画像読取装置を制御するコンピュータを、
　前記第１スキャナーにより読み取られた用紙の第１面に形成された印の印字位置と、前
記第２スキャナーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置とに基
づき、又は、前記第１スキャナーにより読み取られた、表裏から同一基準で位置関係を読
み込める原稿の前記第１面に形成された印の印字位置と、前記第２スキャナーにより読み
取られた前記原稿の第２面に形成された印の印字位置とに基づき、前記第１スキャナーと
前記第２スキャナーとの機差を調整する機差調整部と、
　前記機差調整部により前記機差が調整された場合、用紙の前記第１面に形成される印の
基準位置である第１基準位置と、用紙の前記第２面に形成される印の基準位置である第２
基準位置とを決定する位置調整部と、
　前記位置調整部により決定された前記第１基準位置と、前記第１スキャナーにより読み
取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置とのずれ量である第１基準ずれ量を
監視し、前記位置調整部により決定された前記第２基準位置と、前記第２スキャナーによ
り読み取られた用紙の前記第２面に形成された印の印字位置とのずれ量である第２基準ず
れ量を監視する監視部と、
として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取装置、画像形成システム、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来、両面印刷可能な印刷機と、スキャナーを含む画像読取装置とを備える画像形成シ
ステムにおいて、１つのスキャナーを用いて用紙に形成された画像の表裏位置の測定及び
調整を行うものがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載のような従来技術は、１つのスキャナーで用紙に形成された画像の表
裏位置を読み取るため、用紙を２度搬送する。よって、用紙ごとに画像の表裏位置の読み
取り動作を行うにつれ、用紙に形成された画像を読み取るための搬送に要する時間が増加
する。この結果、画像形成システムとしての生産性は低下している。
【０００４】
　そこで、用紙ごとに用紙を２度搬送することを回避するために、２つのスキャナーを用
いて用紙に形成された画像の表裏位置を読み取るものがある。具体的には、２つのスキャ
ナーのうちの一方によって用紙の表面に形成された画像を読み取らせ、２つのスキャナー
のうちの他方によって用紙の裏面に形成された画像を読み取らせる。これにより、用紙１
枚当たり、用紙を１回搬送するだけで、用紙の表裏のそれぞれに形成された画像を読み取
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－０７２０７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、各スキャナーには機械的な差異、すなわち、機差がある。よって、同一の性能
のスキャナーを２つ用いて用紙の表裏に形成された画像を読み取らせたとしても、２つの
スキャナーの読み取り位置にずれが生じることがある。したがって、用紙に形成された画
像の表裏位置が正確に読み取られない可能性がある。
【０００７】
　また、スキャナーの機差を機械的に調整する場合、部品精度及び位置精度は高精度なも
のが要求されるため、スキャナーの機差を調整するコストが増大する。
【０００８】
　ところで、印刷機により両面印刷するにつれ、印刷機側の設定を変更していないにもか
かわらず、用紙の両面に形成された画像に表裏位置ずれが発生することがある。このよう
な画像の表裏位置ずれは、印刷場所の温湿度又は機械耐久劣化等の環境条件によって発生
するものである。よって、環境条件に起因する画像の表裏位置ずれは突発的に生じる可能
性がある。
【０００９】
　本発明は、従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは
、用紙に形成された画像の表裏位置を低コストで正確に読み取りつつ、画像の突発的な表
裏位置ずれを容易に検出することができる画像読取装置、画像形成システム、及びプログ
ラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像読取装置は、用紙に形成された画像を読み
取る第１スキャナーと、前記第１スキャナーの下流側、かつ前記用紙を通紙させる搬送経
路を挟んで前記第１スキャナーと反対側に設けられ、用紙に形成された画像を読み取る第
２スキャナーと、を備えた画像読取装置であって、前記第１スキャナーにより読み取られ
た用紙の第１面に形成された印の印字位置と、前記第２スキャナーにより読み取られた用
紙の前記第１面に形成された印の印字位置とに基づき、又は、前記第１スキャナーにより
読み取られた、表裏から同一基準で位置関係を読み込める原稿の前記第１面に形成された
印の印字位置と、前記第２スキャナーにより読み取られた前記原稿の第２面に形成された
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印の印字位置とに基づき、前記第１スキャナーと前記第２スキャナーとの機差を調整する
機差調整部と、前記機差調整部により前記機差が調整された場合、用紙の前記第１面に形
成される印の基準位置である第１基準位置と、用紙の前記第２面に形成される印の基準位
置である第２基準位置とを決定する位置調整部と、前記位置調整部により決定された前記
第１基準位置と、前記第１スキャナーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された
印の印字位置とのずれ量である第１基準ずれ量を監視し、前記位置調整部により決定され
た前記第２基準位置と、前記第２スキャナーにより読み取られた用紙の前記第２面に形成
された印の印字位置とのずれ量である第２基準ずれ量を監視する監視部と、を備える、も
のである。
【００１１】
　この画像読取装置によれば、用紙に形成された画像の表裏位置を低コストで正確に読み
取りつつ、画像の突発的な表裏位置ずれを容易に検出することができる。
【００１２】
　また、本発明に係る画像読取装置において、前記第１スキャナーにより読み取られた前
記印の印字位置と、前記第２スキャナーにより読み取られた前記印の印字位置とに基づき
、前記第１スキャナーと前記第２スキャナーとの機差を調整する機差調整部をさらに備え
、前記位置調整部は、前記機差調整部により前記機差が調整された場合、前記監視部によ
る前記印の表裏位置ずれの監視の基準となる前記印の調整基準位置を決定する、ことが好
ましい。
【００１３】
　この画像読取装置によれば、１つのスキャナーで２度搬送する場合と比べ、印の表裏位
置ずれを検出するのに要する時間を短縮することができる。
【００１４】
　また、本発明に係る画像読取装置において、前記機差調整部は、前記用紙の同一面に形
成された前記印に基づき、前記機差を調整する、ことが好ましい。
【００１５】
　この画像読取装置によれば、各スキャナーの機差を正確に検出することができる。
【００１６】
　また、本発明に係る画像読取装置において、前記監視部は、前記用紙に形成された前記
印の表裏位置ずれを監視する際、前記位置調整部により決定された前記印の調整基準位置
のうちの前記用紙の第１面に形成された前記印の第１調整基準位置と、前記第１スキャナ
ーにより読み取られた前記用紙の第１面に形成された前記印の印字位置との第１調整基準
ずれ量を監視すると共に、前記位置調整部により決定された前記印の調整基準位置のうち
の前記用紙の第２面に形成された前記印の第２調整基準位置と、前記第２スキャナーによ
り読み取られた前記用紙の第２面に形成された前記印の印字位置との第２調整基準ずれ量
を監視し、前記位置調整部は、前記監視部により監視される前記第１調整基準ずれ量と、
前記監視部により監視される前記第２調整基準ずれ量とに基づき、前記印の表裏位置を調
整する、ことが好ましい。
【００１７】
　この画像読取装置によれば、低コストで印の表裏位置ずれを監視することができる。
【００１８】
　また、本発明に係る画像読取装置において、前記機差が調整される際、前記用紙として
マスター原稿が使用され、前記マスター原稿の第１面に形成された前記印の印字位置及び
前記マスター原稿の第２面に形成された前記印の印字位置のそれぞれは、前記用紙の表裏
貫通方向において同一の位置に形成されるものであって、前記機差調整部は、前記第１ス
キャナーにより読み取られた前記マスター原稿の第１面に形成された前記印の印字位置と
、前記第２スキャナーにより読み取られた前記マスター原稿の第２面に形成された前記印
の印字位置とに基づき、前記機差を調整し、前記位置調整部は、前記機差調整部により前
記マスター原稿を用いて前記機差が調整された場合、前記印の調整基準位置として、前記
マスター原稿に形成された前記印の印字位置を前記印の設計基準位置に設定する、ことが
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好ましい。
【００１９】
　この画像読取装置によれば、各スキャナーの機差と、印の表裏位置とを精度よく調整す
ることができる。
【００２０】
　また、本発明に係る画像読取装置において、前記監視部は、前記用紙に形成された前記
印の表裏位置ずれを監視する際、前記第１スキャナーにより読み取られた前記用紙の第１
面に形成された前記印の印字位置と、前記位置調整部により設定された前記印の設計基準
位置のうち前記マスター原稿の第１面に形成された前記印の第１設計基準位置との第１設
計基準ずれ量を監視すると共に、前記第２スキャナーにより読み取られた前記用紙の第２
面に形成された前記印の印字位置と、前記位置調整部により設定された前記印の設計基準
位置のうち前記マスター原稿の第２面に形成された前記印の第２設計基準位置との第２設
計基準ずれ量を監視し、前記位置調整部は、前記監視部により監視される前記第１設計基
準ずれ量と、前記監視部により監視される前記第２設計基準ずれ量とに基づき、前記印の
表裏位置を調整する、ことが好ましい。
【００２１】
　この画像読取装置によれば、印の表裏位置ずれを精度よく監視することができる。
【００２２】
　また、本発明に係る画像読取装置において、前記位置調整部は、前記第１スキャナーに
より読み取られた前記用紙の第１面に形成された前記印の印字位置と、前記第１スキャナ
ーにより読み取られた前記用紙の第２面に形成された前記印の印字位置とに基づき、前記
印の表裏位置を調整した場合、前記監視部による前記印の表裏位置ずれの監視の基準とな
る前記印の調整基準位置を決定する、ことが好ましい。
【００２３】
　この画像読取装置によれば、各スキャナーの機差の影響を受けることなく印の表裏位置
ずれを監視することができる。
【００２４】
　また、本発明に係る画像読取装置において、前記第２スキャナーは、前記監視部により
前記印の表裏位置ずれが監視される際、前記用紙に形成された前記印を読み取り、前記監
視部は、前記用紙に形成された前記印の表裏位置ずれを監視する際、前記位置調整部によ
り決定された前記印の調整基準位置と、前記第２スキャナーにより読み取られた前記印の
印字位置との調整基準ずれ量を監視し、前記位置調整部は、前記監視部により監視される
前記調整基準ずれ量に基づき、前記印の表裏位置を調整する、ことが好ましい。
【００２５】
　この画像読取装置によれば、各スキャナーの機差の影響を受けることなく、特に顕著に
、印の表裏位置ずれを監視することができる。
【００２６】
　また、上記目的を達成するため、本発明に係る画像形成システムは、用紙の表裏にそれ
ぞれ画像を形成する画像形成部と、用紙に形成された画像を読み取る第１スキャナーと、
前記第１スキャナーの下流側、かつ前記用紙を通紙させる搬送経路を挟んで前記第１スキ
ャナーと反対側に設けられ、用紙に形成された画像を読み取る第２スキャナーと、を備え
た画像形成システムであって、前記第１スキャナーにより読み取られた用紙の第１面に形
成された印の印字位置と、前記第２スキャナーにより読み取られた用紙の前記第１面に形
成された印の印字位置とに基づき、又は、前記第１スキャナーにより読み取られた、表裏
から同一基準で位置関係を読み込める原稿の前記第１面に形成された印の印字位置と、前
記第２スキャナーにより読み取られた前記原稿の第２面に形成された印の印字位置とに基
づき、前記第１スキャナーと前記第２スキャナーとの機差を調整する機差調整部と、前記
機差調整部により前記機差が調整された場合、用紙の前記第１面に形成される印の基準位
置である第１基準位置と、用紙の前記第２面に形成される印の基準位置である第２基準位
置とを決定する位置調整部と、前記位置調整部により決定された前記第１基準位置と、前
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記第１スキャナーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置とのず
れ量である第１基準ずれ量を監視し、前記位置調整部により決定された前記第２基準位置
と、前記第２スキャナーにより読み取られた用紙の前記第２面に形成された印の印字位置
とのずれ量である第２基準ずれ量を監視する監視部と、を備える。
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記位置調整部は、前記監視部により
監視される前記第１基準ずれ量と、前記監視部により監視される前記第２基準ずれ量とに
基づく、用紙に印が形成される際の印字位置の調整のためのフィードバックを前記画像形
成部に対して行う、ことが好ましい。
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記機差調整部は、前記第１スキャナ
ーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置と、前記第２スキャナ
ーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置とに基づき、前記第１
スキャナーと前記第２スキャナーとの機差を調整する、ことが好ましい。
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記第１スキャナーと前記第２スキャ
ナーとの間、又は、前記第１スキャナーの上流側に用紙を反転させる反転経路を備え、前
記機差調整部により前記機差が調整される場合、前記第１スキャナーは、前記反転経路に
よって反転されていない用紙に形成された画像を読み取り、前記第２スキャナーは、前記
反転経路によって反転された用紙に形成された画像を読み取る、ことが好ましい。
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記機差調整部は、前記第１スキャナ
ー及び前記第２スキャナーにより読み取られた同一の用紙の前記第１面に形成された印に
基づき、前記機差を調整する、ことが好ましい。
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記機差調整部は、前記第１スキャナ
ー及び前記第２スキャナーにより読み取られた異なる用紙の前記第１面に形成された印に
基づき、前記機差を調整する、ことが好ましい。
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記機差調整部は、前記第１スキャナ
ーにより読み取られた原稿の第１面に形成された印の印字位置と、前記第２スキャナーに
より読み取られた原稿の第２面に形成された印の印字位置とに基づき、前記第１スキャナ
ーと前記第２スキャナーとの機差を調整する、ことが好ましい。
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記位置調整部は、前記機差調整部に
より前記機差が調整された場合、前記原稿に形成された印の印字位置に基づき、前記第１
基準位置と前記第２基準位置とを決定する、ことが好ましい。
【００２７】
　この画像形成システムによれば、画像読取装置の場合と同様に、用紙に形成された画像
の表裏位置を低コストで正確に読み取りつつ、画像の突発的な表裏位置ずれを容易に検出
することができる。
【００２８】
　また、この画像形成システムによれば、システム全体として低コストなフィードバック
システムを提供することができる。
【００２９】
　また、上記目的を達成するため、本発明に係るプログラムは、用紙に形成された画像を
読み取る第１スキャナーと、前記第１スキャナーの下流側、かつ前記用紙を通紙させる搬
送経路を挟んで前記第１スキャナーと反対側に設けられ、用紙に形成された画像を読み取
る第２スキャナーと、を備えた画像読取装置を制御するコンピュータを、前記第１スキャ
ナーにより読み取られた用紙の第１面に形成された印の印字位置と、前記第２スキャナー
により読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置とに基づき、又は、前記
第１スキャナーにより読み取られた、表裏から同一基準で位置関係を読み込める原稿の前
記第１面に形成された印の印字位置と、前記第２スキャナーにより読み取られた前記原稿
の第２面に形成された印の印字位置とに基づき、前記第１スキャナーと前記第２スキャナ
ーとの機差を調整する機差調整部と、前記機差調整部により前記機差が調整された場合、
用紙の前記第１面に形成される印の基準位置である第１基準位置と、用紙の前記第２面に
形成される印の基準位置である第２基準位置とを決定する位置調整部と、前記位置調整部
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により決定された前記第１基準位置と、前記第１スキャナーにより読み取られた用紙の前
記第１面に形成された印の印字位置とのずれ量である第１基準ずれ量を監視し、前記位置
調整部により決定された前記第２基準位置と、前記第２スキャナーにより読み取られた用
紙の前記第２面に形成された印の印字位置とのずれ量である第２基準ずれ量を監視する監
視部と、として機能させるためのものである。
【００３０】
　このプログラムによれば、画像読取装置の場合と同様に、用紙に形成された画像の表裏
位置を低コストで正確に読み取りつつ、画像の突発的な表裏位置ずれを容易に検出するこ
とができる。
【発明の効果】
【００３１】
　本発明によれば、用紙に形成された画像の表裏位置を低コストで正確に読み取りつつ、
画像の突発的な表裏位置ずれを容易に検出することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明の実施形態１における画像形成システム１の全体構成の一例を示す図であ
る。
【図２】本発明の実施形態１における画像形成装置５の構成例を示す図である。
【図３】本発明の実施形態１における画像読取装置７の構成例を示す図である。
【図４】本発明の実施形態１における制御部５１の機能構成例を示す図である。
【図５】本発明の実施形態１における用紙Ｐに形成される印Ａの一例を示す図である。
【図６】本発明の実施形態１における用紙Ｐの搬送経路７００において同一の用紙Ｐを搬
送させる一例を示す図である。
【図７】本発明の実施形態１における制御例を説明するフローチャートである。
【図８】本発明の実施形態１における印Ａの表裏位置調整例を示す図である。
【図９】本発明の実施形態１における用紙Ｐの搬送経路７００において異なる用紙Ｐを搬
送させる一例を示す図である。
【図１０】本発明の実施形態２における用紙Ｐの搬送経路７００の一例を示す図である。
【図１１】本発明の実施形態２における制御例を説明するフローチャートである。
【図１２】本発明の実施形態２における印Ａの表裏位置調整例を示す図である。
【図１３】本発明の実施形態３における用紙Ｐの搬送経路７００において異なる用紙Ｐを
搬送させる一例を示す図である。
【図１４】本発明の実施形態３における制御例を説明するフローチャートである。
【図１５】本発明の実施形態３における印Ａの表裏位置調整例を示す図である。
【図１６】本発明の実施形態３における用紙Ｐの搬送経路７００において同一の用紙Ｐを
搬送させる一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　以下、図面に基づいて本発明の実施形態を説明するが、本発明は以下の実施形態に限ら
れるものではない。
【００３４】
実施形態１．
　図１は、本発明の実施形態１における画像形成システム１の全体構成の一例を示す図で
ある。図１に示すように、画像形成システム１は、給紙装置３、画像形成装置５、画像読
取装置７、及び排紙装置８を備える。給紙装置３は、画像形成装置５に用紙Ｐを給紙する
ものである。画像形成装置５は、給紙装置３から給紙された用紙Ｐに画像を形成するもの
である。画像読取装置７は、画像形成装置５により画像が形成された用紙Ｐを読み取り、
各種処理を実行するものである。排紙装置８は、排紙トレイ９を備え、画像読取装置７か
ら搬送された用紙Ｐを排紙トレイ９に排出するものである。
【００３５】
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　次に、画像形成装置５について具体的に説明する。図２は、実施形態１に係る画像形成
装置５の内部構成の一例を示す図である。図２に示すように、画像形成装置５は、カラー
複写機の一例であり、原稿Ｔに形成された色画像を読み取ることにより画像情報を取得し
、取得した画像情報に基づいて色を重ね合わせ、色画像を形成する装置である。画像形成
装置５は、カラー複写機の外に、カラー用のプリンタ又はファクシミリ装置、これらの複
合機等に適用して好適なものである。
【００３６】
　画像形成装置５は、画像形成装置本体１１を備えている。画像形成装置本体１１の上部
には、カラー用の画像読取部１２及び自動原稿送り装置１４が配設されている。画像形成
装置本体１１は、詳細については後述するが、制御部４１、画像処理部４３、画像形成部
６０、給紙部２０、及び搬送部３０を含むものである。
【００３７】
　次に、自動原稿送り装置１４について説明する。自動原稿送り装置１４は、画像読取部
１２の上に設けられ、自動給紙モード時に、一枚又は複数枚の原稿Ｔを自動給紙する動作
を行う。ここで、自動給紙モードとは、自動原稿送り装置１４に載置された原稿Ｔを給紙
し、原稿Ｔに印刷された画像を読み取る動作である。
【００３８】
　具体的には、自動原稿送り装置１４は、原稿載置部１４１、ローラー１４２ａ、ローラ
ー１４２ｂ、ローラー１４３、ローラー１４４、反転部１４５、及び排紙皿１４６を備え
ている。原稿載置部１４１は、一枚又は複数枚の原稿Ｔが載置される。原稿載置部１４１
の下流側には、ローラー１４２ａ及びローラー１４２ｂが設けられている。ローラー１４
２ａ及びローラー１４２ｂの下流側には、ローラー１４３が設けられている。また、自動
原稿送り装置１４は、ローラー１４３の外周側に、位置決め検知部８１を備えている。
【００３９】
　自動給紙モードが選択された場合、原稿載置部１４１から繰り出された原稿Ｔは、ロー
ラー１４３によりＵ字回転して搬送される。なお、原稿Ｔが原稿載置部１４１に載置され
、自動給紙モードが選択される場合、原稿Ｔの記録面は上に向いた状態であるとよい。
【００４０】
　また、原稿Ｔは、画像読取部１２で読み取られた後、ローラー１４４により搬送され、
排紙皿１４６へ排紙される。なお、自動原稿送り装置１４は、反転部１４５に原稿Ｔを搬
送することにより、原稿Ｔの記録面だけでなく、原稿Ｔの記録面の裏面側を画像読取部１
２に読み取らせることができる。
【００４１】
　次に、位置決め検知部８１について説明する。位置決め検知部８１は、画像が印刷され
た原稿Ｔを検出する。位置決め検知部８１は、例えば、反射型フォトセンサで構成される
。位置決め検知部８１は、原稿Ｔが検知されると出力信号が立ち上がり、原稿Ｔが検知さ
れなくなると出力信号が立ち下がり、その結果が制御部４１に送信される。つまり、原稿
Ｔが位置決め検知部８１を通過している期間において、出力信号は一定値を維持する。
【００４２】
　次に、画像読取部１２について説明する。画像読取部１２は、原稿Ｔに形成された色画
像、すなわち、原稿Ｔに印刷された色画像を読み取る動作をする。画像読取部１２は、一
次元のイメージセンサー１２８が備えられている。また、画像読取部１２は、イメージセ
ンサー１２８の他に、第１のプラテンガラス１２１、第２のプラテンガラス１２２、光源
１２３、ミラー１２４，１２５，１２６、結像光学部１２７、及び不図示の光学駆動部を
備えている。
【００４３】
　光源１２３は、原稿Ｔに光を照射する。不図示の光学駆動部は、原稿Ｔ又はイメージセ
ンサー１２８を副走査方向に相対的に移動させる。ここで、副走査方向とは、イメージセ
ンサー１２８を構成する複数の受光素子の配置方向を主走査方向とした場合、主走査方向
と直交する方向である。
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【００４４】
　よって、原稿Ｔは自動原稿送り装置１４により搬送され、画像読取部１２の光学系によ
り、原稿Ｔの片面又は両面の画像が走査露光される。次に、画像読取動作を反映する入射
光は、イメージセンサー１２８により読み込まれる。イメージセンサー１２８は、プラト
ンモード時であれば、原稿Ｔを読み取って得たＲＧＢ表色系の画像読取信号Ｓｏｕｔを出
力する。ここで、プラトンモードとは、不図示の光学駆動部が駆動することにより、第１
のプラテンガラス１２１及び第２のプラテンガラス１２２のようなプラテンガラス上に載
置された原稿Ｔに印刷された画像を自動的に読み取る動作である。
【００４５】
　次に、イメージセンサー１２８について具体的に説明する。イメージセンサー１２８は
、３ラインカラーＣＣＤ撮像装置が使用される。イメージセンサー１２８は、複数の受光
素子列が主走査方向に配置されて構成される。具体的には、赤（Ｒ）色、緑（Ｇ）色、及
び青（Ｂ）色のそれぞれの光検出用の読取センサーは、主走査方向と直交する副走査方向
の異なる位置で画素を分割し、Ｒ色、Ｇ色、及びＢ色のそれぞれの光情報を同時に読み取
る。例えば、自動給紙モードの際、原稿Ｔがローラー１４３によりＵ字上に反転される場
合、イメージセンサー１２８は、原稿Ｔの表面を読み取り、画像読取信号Ｓｏｕｔを出力
する。
【００４６】
　より具体的には、イメージセンサー１２８は、入射光を光電変換するものであり、制御
部４１を介して画像処理部４３に接続されたものである。イメージセンサー１２８により
光電変換されたアナログの画像読取信号Ｓｏｕｔは、画像処理部４３において、アナログ
処理、Ａ／Ｄ変換、シェーディング補正、画像圧縮処理、及び変倍処理等が実行される。
この結果、画像読取信号Ｓｏｕｔは、Ｒ色成分、Ｇ色成分、及びＢ色成分を含むデジタル
の画像データとなる。画像処理部４３は、３次元色情報変換テーブルにより、その画像デ
ータ、すなわち、ＲＧＢコードを、Ｙ（イエロー）、Ｍ（マゼンタ）、Ｃ（シアン）、及
びＫ（ブラック）色の画像データ、すなわち、Ｄｙ，Ｄｍ，Ｄｃ，Ｄｋに変換する。画像
処理部４３は、変換後の画像データを、画像形成部６０に含まれるＬＥＤ書き込みユニッ
ト６１１Ｙ，６１１Ｍ，６１１Ｃ，６１１Ｋへ転送する。
【００４７】
　次に、画像形成部６０の詳細について説明する。画像形成部６０は、電子写真プロセス
技術を利用したものであり、中間転写方式のカラー画像を形成する。画像形成部６０は、
縦型タンデム方式が採用されている。
【００４８】
　具体的には、画像形成部６０は、画像処理部４３から転送された画像データ、すなわち
、Ｄｙ，Ｄｍ，Ｄｃ，Ｄｋに基づいて、色画像を形成する。画像形成部６０は、色ごとの
画像形成ユニット６０１Ｙ，６０１Ｍ，６０１Ｃ，６０１Ｋと、中間転写部６２０と、ト
ナー像を定着させる定着部６３０とを備えている。
【００４９】
　次に、画像形成ユニット６０１Ｙについて説明する。画像形成ユニット６０１Ｙは、Ｙ
（イエロー）色の画像を形成する。画像形成ユニット６０１Ｙは、感光ドラム６１３Ｙ、
帯電部６１４Ｙ、ＬＥＤ書き込みユニット６１１Ｙ、現像部６１２Ｙ、及びクリーニング
部６１６Ｙを備えている。
【００５０】
　感光ドラム６１３Ｙは、Ｙ色のトナー像を形成する。帯電部６１４Ｙは、感光ドラム６
１３Ｙの周囲に配置され、コロナ放電により感光ドラム６１３Ｙの表面を一様に負極性に
帯電させる。ＬＥＤ書き込みユニット６１１Ｙは、感光ドラム６１３Ｙに対してＹ色成分
の画像に対応する光を照射する。現像部６１２Ｙは、感光ドラム６１３Ｙの表面にＹ色成
分のトナーを付着させることにより、静電潜像を可視化してトナー像を形成する。クリー
ニング部６１６Ｙは、一次転写後に感光ドラム６１３Ｙの表面に残存する転写残トナーを
除去する。
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【００５１】
　なお、画像形成ユニット６０１Ｍ，６０１Ｃ，６０１Ｋのそれぞれは、画像形成ユニッ
ト６０１Ｙと比べ、形成する画像の色が異なる以外は同様の構成及び機能であるため、そ
の説明については省略する。
【００５２】
　なお、画像形成ユニット６０１Ｙ，６０１Ｍ，６０１Ｃ，６０１Ｋを総称する場合、画
像形成ユニット６０１と称する。また、ＬＥＤ書き込みユニット６１１Ｙ，６１１Ｍ，６
１１Ｃ，６１１Ｋを総称する場合、ＬＥＤ書き込みユニット６１１と称する。また、現像
部６１２Ｙ，６１２Ｍ，６１２Ｃ，６１２Ｋを総称する場合、現像部６１２と称する。ま
た、感光ドラム６１３Ｙ，６１３Ｍ，６１３Ｃ，６１３Ｋを総称する場合、感光ドラム６
１３と称する。また、帯電部６１４Ｙ，６１４Ｍ，６１４Ｃ，６１４Ｋを総称する場合、
帯電部６１４と称する。また、クリーニング部６１６Ｙ，６１６Ｍ，６１６Ｃ，６１６Ｋ
を総称する場合、クリーニング部６１６と称する。
【００５３】
　次に、中間転写部６２０について説明する。中間転写部６２０は、中間転写ベルト６２
１、一次転写ローラー６２２Ｙ，６２２Ｍ，６２２Ｃ，６２２Ｋ、二次転写ローラー６２
３、及びベルトクリーニング装置６２４等を備えている。
【００５４】
　中間転写ベルト６２１は、無端状ベルトから構成され、複数の支持ローラーによりルー
プ状に張架される。複数の支持ローラーのうち少なくとも１つのものは駆動ローラーで構
成され、その他のものは従動ローラーで構成される。例えば、Ｋ成分用の一次転写ローラ
ー６２２Ｋよりもベルト走行方向の下流側に配置される支持ローラーが駆動ローラーであ
ることが好ましい。駆動ローラーが回転することにより、中間転写ベルト６２１は矢印Ｚ
方向に一定速度で走行する。
【００５５】
　一次転写ローラー６２２Ｙ，６２２Ｍ，６２２Ｃ，６２２Ｋは、各色成分の感光ドラム
６１３に対向して、中間転写ベルト６２１の内周面側に配置される。中間転写ベルト６２
１を挟んで、一次転写ローラー６２２Ｙ，６２２Ｍ，６２２Ｃ，６２２Ｋが感光ドラム６
１３Ｙ，６１３Ｍ，６１３Ｃ，６１３Ｋに圧接される。これにより、感光ドラム６１３Ｙ
，６１３Ｍ，６１３Ｃ，６１３Ｋから中間転写ベルト６２１へトナー像を転写するための
一次転写ニップが形成される。
【００５６】
　なお、一次転写ローラー６２２Ｙ，６２２Ｍ，６２２Ｃ，６２２Ｋを総称する場合、一
次転写ローラー６２２と称する。
【００５７】
　二次転写ローラー６２３は、複数の支持ローラーのうち１つのものに対向して、中間転
写ベルト６２１の外周面側に配置される。中間転写ベルト６２１に対向して配置される支
持ローラーは、バックアップローラーと呼ばれる。中間転写ベルト６２１を挟んで、二次
転写ローラー６２３がバックアップローラーに圧接されることにより、中間転写ベルト６
２１から用紙Ｐへトナー像を転写するための二次転写ニップが形成される。
【００５８】
　一次転写ニップを中間転写ベルト６２１が通過する際、感光ドラム６１３上のトナー像
は、中間転写ベルト６２１に順次重ねて一次転写される。具体的には、一次転写ローラー
６２２に一次転写バイアスを印加し、中間転写ベルト６２１の裏面側、すなわち、一次転
写ローラー６２２と当接する側にトナーと逆極性の電荷を付与することにより、トナー像
は中間転写ベルト６２１に静電的に転写される。
【００５９】
　その後、用紙Ｐが二次転写ニップを通過する際、中間転写ベルト６２１上のトナー像が
用紙Ｐに二次転写される。具体的には、二次転写ローラー６２３に二次転写バイアスを印
加し、用紙Ｐの裏面側、すなわち、二次転写ローラー６２３と当接する側にトナーと逆極
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性の電荷を付与することにより、トナー像は用紙Ｐに静電的に転写される。トナー像が転
写された用紙Ｐは定着部６３０に向けて搬送される。
【００６０】
　ベルトクリーニング装置６２４は、中間転写ベルト６２１の表面に摺接するベルトクリ
ーニングブレード等を有する。ベルトクリーニング装置６２４は、二次転写後に中間転写
ベルト６２１の表面に残留する転写残トナーを除去する。
【００６１】
　なお、中間転写部６２０において、二次転写ローラー６２３に代えて、二次転写ローラ
ー６２３を含む複数の支持ローラーに、不図示の二次転写ベルトがループ状に張架された
構成、いわゆる、ベルト式の二次転写ユニットが採用されてもよい。
【００６２】
　次に、定着部６３０について説明する。定着部６３０は、加熱ローラー６３１、加圧ロ
ーラー６３２、加熱部６３３、及び温度検知部８３を備え、画像形成部６０で転写された
トナー像を用紙Ｐに定着させる。
【００６３】
　具体的には、加熱部６３３は、加熱ローラー６３１の内部に設けられ、加熱ローラー６
３１を間欠的に加熱する。加圧ローラー６３２は、加熱ローラー６３１と対向して配置さ
れ、加熱ローラー６３１を加圧する。温度検知部８３は、加熱ローラー６３１の周囲に設
けられ、加熱ローラー６３１の温度を検知する。温度検知部８３のサンプリング周期は、
例えば、１００ｍｓである。
【００６４】
　定着部６３０は、加熱ローラー６３１の温度を検知する温度検知部８３の検知結果に応
じて、加熱部６３３が加熱ローラー６３１を加熱する。定着部６３０は、加熱ローラー６
３１と、加圧ローラー６３２とを互いに圧接させることにより、加熱ローラー６３１と加
圧ローラー６３２との間に定着ニップを形成させる。
【００６５】
　定着部６３０は、加圧ローラー６３２による加圧と、加熱ローラー６３１が有する熱と
の作用を通じて、転写されたトナー像を用紙Ｐに定着させる。定着部６３０により定着さ
れた用紙Ｐは、画像が印刷される。画像が印刷された用紙Ｐは、排紙ローラー３０４によ
り機外へと排出され、例えば、画像読取装置７に搬送される。なお、画像が印刷された用
紙Ｐは、画像読取装置７に搬送されずに、排紙トレイ３０５に積載されてもよい。
【００６６】
　次に、給紙部２０について説明する。給紙部２０は、給紙カセット２００及び送り出し
ローラー２０１等を備えている。給紙カセット２００は、用紙Ｐを収容する。送り出しロ
ーラー２０１は、給紙カセット２００に収容された用紙Ｐを取り込み、搬送部３０に送り
出す。
【００６７】
　次に、搬送部３０について説明する。搬送部３０は、搬送経路３００が構成され、搬送
経路３００に従い用紙Ｐを搬送する。搬送経路３００は、給紙ローラー３０２Ａ、搬送ロ
ーラー３０２Ｂ，３０２Ｃ，３０２Ｄ、及びレジストローラー３０３等を備えている。
【００６８】
　搬送経路３００は、給紙部２０から給紙された用紙Ｐを画像形成部６０に搬送する。な
お、用紙Ｐの裏面にも画像形成が行われる場合、用紙Ｐの表面に対する画像形成が行われ
た後、用紙Ｐは、分岐部３０６により、循環通紙路３０７Ａ、反転搬送路３０７Ｂ、及び
再給紙搬送路３０７Ｃの順に搬送される。
【００６９】
　次に、制御系について説明する。画像形成装置５は、制御部４１を介して各種処理が実
行される。例えば、画像読取部１２から出力される画像読取信号Ｓｏｕｔは、制御部４１
を介して不図示の画像メモリ又は画像処理部４３に送信される。画像メモリは、例えば、
ハードディスク等からなる。
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【００７０】
　制御部４１は、具体的には、不図示のＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及びＩ／Ｏインターフ
ェースを主体として構成される。制御部４１は、ＣＰＵがＲＯＭ又は不図示の記憶部から
処理内容に応じた各種プログラムを読み出し、ＲＡＭに展開し、展開した各種プログラム
と協働することにより、画像形成装置５の各部の動作を制御する。
【００７１】
　つまり、制御部４１は、画像形成装置５の動作を制御するものであり、不図示のＣＰＵ
、ＲＯＭ、ＲＡＭ、及びＩ／Ｏインターフェースを主体に構成されたマイクロコンピュー
タにより実現し得るものである。制御部４１が所定の制御プログラムを実行することによ
り、各種機能が実現される。
【００７２】
　次に、画像読取装置７について具体的に説明する。図３は、本発明の実施形態１におけ
る画像読取装置７の構成例を示す図である。図４は、本発明の実施形態１における制御部
５１の機能構成例を示す図である。
【００７３】
　画像読取装置７は、画像形成装置５の下流側に配置され、用紙Ｐの片面又は両面に印刷
された画像を読み取るものである。画像読取装置７は、用紙Ｐに印刷された画像の色、位
置、及び倍率等の読取結果に基づいて画像の補正量を求め、求めた画像の補正量を画像形
成装置５にフィードバックする。
【００７４】
　画像読取装置７は、制御部５１、第１スキャナー７０１ａ、第２スキャナー７０１ｂ、
測色計７０３、校正部７０５ａ～７０５ｃ、搬送ローラー７３１、及び搬送経路７００を
備える。搬送経路７００は、画像形成装置５から供給された用紙Ｐを通紙させる経路であ
り、搬送ローラー７３１の駆動により用紙Ｐが搬送される。
【００７５】
　画像読取装置７は、例えば、画像形成装置５から供給された用紙Ｐを受け取ると、用紙
Ｐに形成された画像を第１スキャナー７０１ａ、第２スキャナー７０１ｂ、又は測色計７
０３に検出させる。画像の検出結果は、画像読取装置７の制御部５１に出力される。
【００７６】
　制御部５１は、画像読取装置７の動作を制御するものであり、不図示のＣＰＵ、ＲＯＭ
、ＲＡＭ，及びＩ／Ｏインターフェースを主体に構成されたマイクロコンピュータにより
実現し得るものである。制御部４１が所定の制御プログラムを実行することにより、図４
に示すように、位置調整部５１１、監視部５１３、及び機差調整部５１５を含む各種機能
が実現される。なお、制御部５１は、画像の検出結果に基づいて各種処理を実行し、実行
結果を画像形成装置５の制御部４１に送信する。
【００７７】
　位置調整部５１１は、第１スキャナー７０１ａ及び第２スキャナー７０１ｂの少なくと
も一方により読み取られた印Ａの印字位置に基づき、印Ａの表裏位置を調整する。ここで
、用紙Ｐに形成された印Ａについて説明する。
【００７８】
　図５は、本発明の実施形態１における用紙Ｐに形成される印Ａの一例を示す図である。
図５に示すように、印Ａは、十字線であり、表裏の位置ずれの検出に用いられるものであ
る。印Ａは、用紙Ｐの角から縦横それぞれＴ１離れた位置に形成される。用紙Ｐは角が４
つあるため、印Ａも４つ形成されているが、全ての角に形成されていなくてもよく、印Ａ
により表裏位置ずれが検出できればよい。また、印Ａは、十字線でなくてもよい。
【００７９】
　図４に戻る。監視部５１３は、位置調整部５１１により調整された印Ａの表裏位置に基
づき、印Ａの表裏位置ずれを監視する。機差調整部５１５は、第１スキャナー７０１ａに
より読み取られた印Ａの印字位置と、第２スキャナー７０１ｂにより読み取られた印Ａの
印字位置とに基づき、第１スキャナー７０１ａと第２スキャナー７０１ｂとの機差を調整
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する。
【００８０】
　位置調整部５１１は、機差調整部５１５により第１スキャナー７０１ａと第２スキャナ
ー７０１ｂとの機差が調整された場合、監視部５１３による印Ａの表裏位置ずれの監視の
基準となる印Ａの調整基準位置を決定する。
【００８１】
　第１スキャナー７０１ａ及び第２スキャナー７０１ｂは、搬送経路７００を通紙する用
紙Ｐと対向してそれぞれ配置され、用紙Ｐに印刷された画像を読み取る。第１スキャナー
７０１ａは、用紙Ｐの裏面を読み取るものであり、読取結果は、例えば、用紙Ｐに印刷さ
れた画像の表裏のずれのチェック、想定外の画像の有無等のチェックに利用される。一方
、第２スキャナー７０１ｂは、用紙Ｐの表面を読み取るものであり、用紙Ｐに印刷された
画像、例えば、不図示のパッチの読取動作を行うものである。なお、第１スキャナー７０
１ａ及び第２スキャナー７０１ｂを特に区別しない場合、スキャナー７０１と称する。
【００８２】
　なお、画像読取装置７は、インライン方式及びオフライン方式の何れかの方式で動作が
実行される。
【００８３】
　インライン方式とは、画像形成装置５から供給される画像形成された用紙Ｐを画像読取
装置７に直接給紙するように構成されたものである。一方、オフライン方式とは、画像形
成装置５から供給される画像形成された用紙Ｐを画像読取装置７に直接給紙するように構
成されたものではなく、画像形成装置５と画像読取装置７とがそれぞれ独立して構成され
た方式のことである。ここでは、インライン方式を前提として以後の説明をするが、オフ
ライン方式であってもよい。
【００８４】
　測色計７０３は、スキャナー７０１よりも下流側にあり、搬送経路７００を通紙される
用紙Ｐと対向する位置に配置されている。測色計７０３は、例えば、用紙Ｐに形成された
画像のうち、パッチを測色することにより、用紙Ｐに形成する画像の色の絶対値を保証す
る。
【００８５】
　具体的には、測色計７０３は、不図示の可視光源からパッチに向けて可視光を照射し、
校正部７０５ｃにより反射される可視光の反射光の分光スペクトルを取得し、取得された
分光スペクトルに基づき、所定の表色系への演算が実行され、パッチの色味が導き出され
る。
【００８６】
　パッチの測色結果は、所定の表色系、例えば、Ｌａｂ色空間データ又はＸＹＺ色空間デ
ータ等で表現される数値データ、すなわち測色値として生成され、制御部５１又は制御部
４１に出力される。
【００８７】
　なお、測色計７０３の測色範囲、すなわち視野角は、スキャナー７０１の読取範囲より
も狭く、用紙幅方向に沿ったパッチの幅よりも狭く設定されている。具体的には、パッチ
の反射光を取得するレンズ部は、例えば約４ｍｍ程度である。
【００８８】
　このように、測色計７０３は、一定の視野角の範囲に限定して測色を行うものであるた
め、スキャナー７０１よりも高い精度で色情報を再現することができる。
【００８９】
　なお、制御部５１は、測色計７０３で測色されたパッチの測色値に基づき、スキャナー
７０１で読み取られたパッチの色情報を補正する。具体的には、制御部５１は、測色計７
０３で測色されたパッチの色情報と、スキャナー７０１で読み取られたパッチの色情報と
を、関連付ける。測色計７０３によるパッチの色情報と、スキャナー７０１によるパッチ
の色情報とが関連付けられていれば、測色計７０３の測色結果を、スキャナー７０１の読
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取結果に反映させることができ、正確な補正量が得られる。
【００９０】
　画像処理部４３は、制御部５１で演算された補正量に基づき、画像形成部６０に形成さ
せる画像を最適化する。画像処理部４３が実行する画像の最適化処理は、用紙Ｐに印刷す
る画像の表裏位置調整、濃度調整、及び色味調整等が含まれる。
【００９１】
　つまり、画像処理部４３は、画像読取装置７の用紙Ｐの読取結果に応じて、用紙Ｐに形
成する画像の色、位置、又は倍率を補正するものである。具体的には、画像処理部４３は
、補正された色情報に基づいて、用紙Ｐに形成する画像を補正するものである。画像処理
部４３は、補正結果に基づいて、画像形成部６０に画像を用紙Ｐに形成する指令を出すも
のである。
【００９２】
　なお、校正部７０５ａ，７０５ｂは、スキャナー７０１と対向する位置に配置され、画
像の読み取り時に用紙Ｐに照射される照射光を反射する。
【００９３】
　次に、搬送経路７００について具体的に説明する。図６は、本発明の実施形態１におけ
る用紙Ｐの搬送経路７００において同一の用紙Ｐを搬送させる一例を示す図である。図６
に示すように、搬送経路７００に沿って、第１スキャナー７０１ａと、第２スキャナー７
０１ｂとの間には、反転経路７５１ａが設けられている。反転経路７５１ａは、上流側に
ある第１スキャナー７０１ａにより読み取られた用紙Ｐを反転し、下流側にある第２スキ
ャナー７０１ｂに搬送する。
【００９４】
　よって、用紙Ｐが反転経路７５１ａを通過すれば、第１スキャナー７０１ａは、用紙Ｐ
の第１面Ｐ＿１ｆを読み取り、第２スキャナー７０１ｂは、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆを読
み取ることができる。
【００９５】
　したがって、図６の搬送経路７００は、第１スキャナー７０１ａ及び第２スキャナー７
０１ｂにより、同一の用紙Ｐの同一面に形成された印Ａを読み取らせることができる。
【００９６】
　また、用紙Ｐが反転経路７５１ａを通過しなければ、第１スキャナー７０１ａは、用紙
Ｐの第１面Ｐ＿１ｆを読み取り、第２スキャナー７０１ｂは、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆを
読み取ることができる。
【００９７】
　したがって、図６の搬送経路７００は、第１スキャナー７０１ａ及び第２スキャナー７
０１ｂにより、用紙Ｐのそれぞれ異なる面に形成された印Ａを読み取らせることができる
。
【００９８】
　なお、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆとは、用紙Ｐの表面及び裏面のうちの何れか一方を意味
することとし、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆとは、用紙Ｐの表面及び裏面のうちの何れか他方
を意味することとする。以降の説明においても同様とする。
【００９９】
　図６の搬送経路７００において、機差調整部５１５は、用紙Ｐの同一面に形成された印
Ａに基づき、各スキャナー７０１の機差を調整する。また、図６の搬送経路７００におい
て、監視部５１３は、用紙Ｐに形成された印Ａの表裏位置ずれを監視する際、位置調整部
５１１により決定された印Ａの調整基準位置のうちの用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成され
た印Ａの第１調整基準位置と、第１スキャナー７０１ａにより読み取られた用紙Ｐの第１
面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの印字位置との第１調整基準ずれ量を監視する。また、図６
の搬送経路７００において、監視部５１３は、用紙Ｐに形成された印Ａの表裏位置ずれを
監視する際、位置調整部５１１により決定された印Ａの調整基準位置のうちの用紙Ｐの第
２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの第２調整基準位置と、第２スキャナー７０１ｂにより読
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み取られた用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位置との第２調整基準ずれ量
を監視する。
【０１００】
　また、図６の搬送経路７００において、位置調整部５１１は、監視部５１３により監視
される第１調整基準ずれ量と、監視部５１３により監視される第２調整基準ずれ量とに基
づき、印Ａの表裏位置を調整する。
【０１０１】
　なお、印Ａの表裏位置の調整は、結果として印Ａの表裏位置が調整されることになれば
よく、その具体的な調整処理は限定されない。例えば、各スキャナー７０１の読取時間が
調整され、調整結果に基づく補正量が画像形成装置５にフィードバックされてもよい。ま
た、例えば、各スキャナー７０１の読取結果に基づく補正量が画像形成装置５にフィード
バックされ、画像形成装置５は、用紙Ｐに印Ａを形成する際、その印Ａの印字位置を実際
に調整してもよい。
【０１０２】
　次に、図６の搬送経路７００における制御部５１の制御例について説明する。図７は、
本発明の実施形態１における制御例を説明するフローチャートである。
【０１０３】
　ステップＳ１１において、第１スキャナー７０１ａが用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成さ
れた印Ａを読み取る。ステップＳ１２において、第２スキャナー７０１ｂが用紙Ｐの第１
面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａを読み取る。ステップＳ１３において、第１スキャナー７０
１ａと第２スキャナー７０１ｂとの機差が調整される。
【０１０４】
　以上、ステップＳ１１～Ｓ１３の処理が、機差調整処理である。
【０１０５】
　ステップＳ１４において、第１スキャナー７０１ａが用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成さ
れた印Ａを読み取る。ステップＳ１５において、第２スキャナー７０１ｂが用紙Ｐの第２
面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａを読み取る。ステップＳ１６において、用紙Ｐの第１面Ｐ＿
１ｆに形成された印Ａの印字位置と、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位
置とに基づき、調整基準位置が決定される。
【０１０６】
　以上、ステップＳ１４～Ｓ１６の処理が、用紙Ｐの表裏位置ずれを監視する際に行う調
整基準位置を決定する処理である。
【０１０７】
　ステップＳ１７において、第１スキャナー７０１ａが用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成さ
れた印Ａを読み取る。ステップＳ１８において、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印
Ａと、調整基準位置のうちの第１面Ｐ＿１ｆの第１調整基準位置とにずれがあるか否かが
判定される。用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａと、調整基準位置のうちの第１面
Ｐ＿１ｆの第１調整基準位置とにずれがあると判定された場合、ステップＳ１９に進み、
ステップＳ１９において、第１面Ｐ＿１ｆのずれが調整され、ステップＳ２０に進む。一
方、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａと、調整基準位置のうちの第１面Ｐ＿１ｆ
の第１調整基準位置とにずれがないと判定された場合、ステップＳ２０に進む。
【０１０８】
　ステップＳ２０において、第２スキャナー７０１ｂが用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成さ
れた印Ａを読み取る。ステップＳ２１において、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印
Ａと、調整基準位置のうちの第２面Ｐ＿２ｆの第２調整基準位置とにずれがあるか否かが
判定される。用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａと、調整基準位置のうちの第２面
Ｐ＿２ｆの第２調整基準位置とにずれがあると判定された場合、ステップＳ２２に進み、
ステップＳ２２において、第２面Ｐ＿２ｆのずれが調整され、ステップＳ２３に進む。一
方、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａと、調整基準位置のうちの第２面Ｐ＿２ｆ
の第２調整基準位置とにずれがないと判定された場合、ステップＳ２３に進む。
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【０１０９】
　ステップＳ２３において、監視が終了されるか否かが判定される。監視が終了されると
判定された場合、処理を終了する。一方、監視が終了されないと判定された場合、ステッ
プＳ１７に戻る。
【０１１０】
　以上、ステップＳ１７～Ｓ２３の処理が、監視処理及び位置調整処理である。
【０１１１】
　なお、印刷の表裏位置ずれの発生に影響する条件がある。第１は、環境条件であり、印
刷場所の温湿度である。具体的には、高温多湿の環境、低温低湿の環境、及び一般環境が
ある。高温多湿の環境は、用紙Ｐの含水量が増えやすく、印字位置ずれが発生しやすい。
低温低湿の環境は、用紙Ｐがスリップしやすく、印字位置ずれが発生しやすい。一般環境
は、用紙Ｐが安定し、印字位置ずれが発生しにくい。
【０１１２】
　なお、以降の説明において、高温多湿の環境をＨＨ環境と称し、低温低湿の環境をＬＬ
環境と称し、一般環境をＮＮ環境と称する。
【０１１３】
　第２は、印刷する用紙Ｐである。用紙Ｐには、高坪量紙、大サイズ紙、又は分厚い紙等
がある。高坪量紙は、坪量が大きい紙であって、厚い用紙Ｐが多く、含水量が変わりやす
く、印字位置ずれが発生しやすい。大サイズ紙は、印字画像が大きくなるため、その分印
字倍率による印字位置ずれが発生しやすい。分厚い紙は、坪量の割に厚みがある紙であっ
て、含水量が変わりやすく、印字位置ずれが発生しやすい。
【０１１４】
　第３は、印刷機本体の機械耐久劣化である。例えば、画像形成装置５の各部が長期間使
用により機械的に劣化すれば、印字位置ずれが発生しやすい。
【０１１５】
　また、表裏位置の監視の期間は、環境条件又は使用者により設定される。例えば、ＨＨ
環境若しくはＬＬ環境における印刷、又は分厚い用紙Ｐに印刷する場合、毎部印刷するた
びに監視するのが好ましい。つまり、短期間の監視であって、突発的な表裏位置ずれが発
生しやすいと推測される場合である。
【０１１６】
　また、例えば、印刷機本体の機械摩耗が激しくなってきた場合、６時間ごとに監視する
のが好ましい。つまり、中期間の監視であって、突発的な表裏位置ずれが発生する可能性
があると推測される場合である。
【０１１７】
　また、例えば、ＮＮ環境における印刷、又は標準推奨紙に印刷する場合、１日に１回朝
監視するのが好ましい。つまり、長期間の監視であって、突発的な表裏位置ずれが発生し
にくいと推測される場合である。
【０１１８】
　次に、機差調整及び表裏位置ずれ調整について具体的に説明する。図８は、本発明の実
施形態１における印Ａの表裏位置調整例を示す図である。図８の０枚目は、監視前に行わ
れる機差調整用の用紙Ｐが対応し、１枚目以降は、機差調整後に行われる監視用の用紙Ｐ
が対応する。
【０１１９】
　具体的には、０枚目においては、用紙Ｐに形成された印Ａの表裏位置ずれを監視する前
に行われる各スキャナー７０１の機差調整が実施される。例えば、第２スキャナー７０１
ｂにより読み取られた第１面Ｐ＿１ｆの印Ａの印字位置が、第１スキャナー７０１ａによ
り読み取られた印Ａの印字位置に合わせて調整される。
【０１２０】
　また、１枚目においては、監視に用いるための調整基準位置を決定する処理が実施され
る。２枚目以降においては、１枚目において決定された調整基準位置に基づき、印Ａの表
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裏位置ずれが監視される。例えば、ｎ枚目において、第２スキャナー７０１ｂにより読み
取られた第２面Ｐ＿２ｆの印Ａの印字位置が、１枚目において決定された第２調整基準位
置に合わせて調整される。
【０１２１】
　なお、印Ａの印字位置が設計値と合っていたとしても、１枚目において調整基準位置が
決定された場合、１枚目において決定された調整基準位置と差異がないように調整される
。
【０１２２】
　なお、図６の搬送経路７００に設けられた反転経路７５１ａの場合、各スキャナー７０
１により同一の用紙Ｐが読み取られたが、これに限定されない。図９は、本発明の実施形
態１における用紙Ｐの搬送経路７００において異なる用紙Ｐを搬送させる一例を示す図で
ある。
【０１２３】
　図９の搬送経路７００は、第１スキャナー７０１ａの上流側に反転経路７５１ｂが設け
られている。よって、図９の反転経路７５１ｂは、第１スキャナー７０１ａには第１面Ｐ
’＿１ｆがフェイスアップされた用紙Ｐ’を読み取らせ、第２スキャナー７０１ｂには第
１面Ｐ＿１ｆがフェイスダウンされた用紙Ｐを読み取らせることができる。これにより、
図９の反転経路７５１ｂは、異なる用紙Ｐ，Ｐ’の同一面、すなわち、第１面Ｐ＿１ｆ，
第１面Ｐ’＿１ｆを各スキャナー７０１に読み取らせることができる。なお、反転経路７
５１ａ，７５１ｂの何れかを区別しない場合、反転経路７５１と称する。
【０１２４】
　以上、画像読取装置７は、第１スキャナー７０１ａ及び第２スキャナー７０１ｂの少な
くとも一方により読み取られた用紙Ｐの表裏にそれぞれ形成された印Ａの印字位置に基づ
き、その印Ａの表裏位置を調整する。
【０１２５】
　例えば、第１スキャナー７０１ａにより読みとられた印Ａの印字位置に基づき、印Ａの
表裏位置が調整されれば、第１スキャナー７０１ａ単体に起因する印Ａの表裏位置ずれは
調整される。また、例えば、第２スキャナー７０１ｂにより読みとられた印Ａの印字位置
に基づき、印Ａの表裏位置が調整されれば、第２スキャナー７０１ｂ単体に起因する印Ａ
の表裏位置ずれは調整される。また、例えば、第１スキャナー７０１ａ及び第２スキャナ
ー７０１ｂのそれぞれにより読み取られた印Ａの印字位置に基づき、印Ａの表裏位置が調
整されれば、各スキャナー７０１の機差に起因する印Ａの表裏位置ずれは調整される。
【０１２６】
　また、画像読取装置７は、調整された印Ａの表裏位置に基づき、印Ａの表裏位置ずれを
監視する。例えば、第１スキャナー７０１ａの読取結果に基づいて調整された印Ａの表裏
位置を基準に監視すれば、第１スキャナー７０１ａと、第２スキャナー７０１ｂとに機差
があったとしても、機差の影響がない状態で印Ａの表裏位置ずれを監視することができる
。
【０１２７】
　また、例えば、第２スキャナー７０１ｂの読取結果に基づいて調整された印Ａの表裏位
置を基準に監視すれば、第２スキャナー７０１ｂと、第１スキャナー７０１ａとに機差が
あったとしても、機差の影響がない状態で印Ａの表裏位置ずれを監視することができる。
【０１２８】
　また、例えば、第１スキャナー７０１ａ及び第２スキャナー７０１ｂのそれぞれの読取
結果に基づいて調整された印Ａの表裏位置を基準に監視すれば、第１スキャナー７０１ａ
と、第２スキャナー７０１ｂとの機差が調整された状態で印Ａの表裏位置ずれを監視する
ことができる。
【０１２９】
　いずれにしても、機械的な調整をすることなく、各スキャナー７０１の機差の影響をな
くすことができる。
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【０１３０】
　また、印Ａの表裏位置ずれを検出することができるため、印Ａを基準に形成される画像
の表裏位置ずれを検出することができることとなる。印Ａの表裏位置ずれは、画像の表裏
位置ずれのみを検出する場合と比べ、検出対象が簡単で限定されているため、見落とすこ
となく容易に検出することができる。よって、画像の突発的な表裏位置ずれも容易に検出
することができることとなる。
【０１３１】
　換言すれば、画像読取装置７は、第１スキャナー７０１ａ及び第２スキャナー７０１ｂ
の少なくとも一方により読み取られた用紙Ｐの表裏にそれぞれ形成された印Ａの印字位置
に基づき、その印Ａの表裏位置を調整し、調整された印Ａの表裏位置に基づき、その印Ａ
の表裏位置ずれを監視することにより、機械的な調整をせずに各スキャナー７０１の機差
の影響をなくすことができ、印Ａの表裏位置ずれを検出することができるため、用紙Ｐに
形成された画像の表裏位置を低コストで正確に読み取りつつ、画像の突発的な表裏位置ず
れを容易に検出することができる。
【０１３２】
　また、画像読取装置７において、第１スキャナー７０１ａにより読み取られた印Ａの印
字位置と、第２スキャナー７０１ｂにより読み取られた印Ａの印字位置とに基づき、第１
スキャナー７０１ａと第２スキャナー７０１ｂとの機差が調整された場合、印Ａの表裏位
置ずれの監視の基準となる印Ａの調整基準位置が決定されることにより、印Ａの調整基準
位置は、各スキャナー７０１の機差が調整された状態の基準になるので、第１スキャナー
７０１ａと第２スキャナー７０１ｂとの両方を用いて印Ａの表裏位置ずれを監視すること
ができる。よって、１回の搬送で同時に用紙Ｐの表裏に形成された印Ａを監視することが
できるため、印Ａの表裏位置ずれがあれば、１つのスキャナー７０１で２度搬送する場合
と比べ、印Ａの表裏位置ずれを検出するのに要する時間を短縮することができる。
【０１３３】
　また、画像読取装置７において、用紙Ｐの同一面に形成された印Ａに基づき、各スキャ
ナー７０１の機差が調整されることにより、各スキャナー７０１が読み取る印Ａは同一面
に形成されたものであるため、同一の比較対象を比較することとなり、各スキャナー７０
１の機差を正確に検出することができる。
【０１３４】
　また、画像読取装置７において、第１スキャナー７０１ａにより読み取られた用紙Ｐの
第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの印字位置と、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印
Ａの調整基準位置との第１調整基準ずれ量が監視され、第２スキャナー７０１ｂにより読
み取られた用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位置と、用紙Ｐの第２面Ｐ＿
２ｆに形成された印Ａの調整基準位置との第２調整基準ずれ量が監視され、第１調整基準
ずれ量と、第２調整基準ずれ量とに基づき、印Ａの表裏位置が調整される。
【０１３５】
　よって、相対的な印Ａの表裏位置ずれに基づき、印Ａの表裏位置が調整されるため、低
コストで印Ａの表裏位置ずれを監視することができる。
【０１３６】
　このように、本実施形態によれば、各スキャナー７０１の機差の影響がない状態で印Ａ
の表裏位置ずれを監視することができる。よって、部品精度及び取付位置精度等を機械的
に調整する場合に要求される高精度な部品精度及び高精度な取付位置精度を必要としない
。このため、低コストで画像形成システム１を形成することができる。
【０１３７】
　なお、各スキャナー７０１の機差は、レンズ個体差、レンズ取付位置ばらつき、又はス
キャナー７０１取付位置ばらつき等の各種要因が絡み合って生じるものである。特に、レ
ンズ個体差は、レンズひずみに基づくものであり、読取主走査方向の倍率又は部分倍率の
ずれが生じるものである。よって、各スキャナー７０１の機差の影響がない状態で印Ａの
表裏位置ずれの検出を可能とすることは、画像形成システム１を構築する際、システム全
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体として大幅なコスト低下に寄与することとなる。
【０１３８】
　また、画像形成装置５は、両面印刷していくにつれ、印刷設定を変えていないにもかか
わらず、印Ａの表裏位置ずれ、または印Ａの表裏位置ずれに起因する画像位置ずれが発生
する場合がある。このようなずれは、印刷場所の温湿度又は機械耐久劣化等の環境条件に
より発生するものであるため、突発的なものである。よって、従来では一定時間ごとに印
Ａの表裏位置測定を行うが、印Ａの表裏位置測定頻度による副作用も生じる。
【０１３９】
　例えば、印Ａの表裏位置測定頻度を上げれば、印Ａの表裏位置ずれは早期に検出される
ものの、その分時間が多くかかるため、システム全体として生産性が低下する。一方、印
Ａの表裏位置測定頻度を下げれば、その分生産に時間を割くことができるものの、印Ａの
表裏位置ずれを検出できない恐れがあり、印Ａの表裏位置ずれを検出できずに印刷した出
力物は無駄になり、コスト増加の要因となる。
【０１４０】
　よって、本実施形態のように印Ａの表裏位置ずれが監視されれば、環境条件の変化によ
る突発的な印Ａの表裏位置ずれを容易に検出することができるため、システム全体として
コストを低減させることができる。
【０１４１】
　換言すれば、画像形成システム１は、画像読取装置７と、画像形成装置５とを備えるこ
とにより、画像読取装置７の場合と同様に、用紙Ｐに形成された画像の表裏位置を低コス
トで正確に読み取りつつ、画像の突発的な表裏位置ずれを容易に検出することができる。
【０１４２】
　また、画像形成システム１は、画像読取装置７により、画像形成装置５の出力物の表裏
位置ずれを容易に低コストで検出できるため、システム全体として低コストなフィードバ
ックシステムを提供することができる。
【０１４３】
　このようにして、本実施形態に係る画像読取装置７によれば、画像形成装置５により、
用紙Ｐの表裏にそれぞれ印Ａが形成され、印Ａを読み取る第１スキャナー７０１ａと、第
１スキャナー７０１ａの下流側に設けられ、印Ａを読み取る第２スキャナー７０１ｂと、
を備えた画像読取装置７であって、第１スキャナー７０１ａ及び第２スキャナー７０１ｂ
の少なくとも一方により読み取られた印Ａの印字位置に基づき、印Ａの表裏位置を調整す
る位置調整部５１１と、位置調整部５１１により調整された印Ａの表裏位置に基づき、印
Ａの表裏位置ずれを監視する監視部５１３と、を備える、ものである。
【０１４４】
　これにより、用紙Ｐに形成された画像の表裏位置を低コストで正確に読み取りつつ、画
像の突発的な表裏位置ずれを容易に検出することができる。
【０１４５】
　また、本実施形態に係る画像読取装置７によれば、第１スキャナー７０１ａにより読み
取られた印Ａの印字位置と、第２スキャナー７０１ｂにより読み取られた印Ａの印字位置
とに基づき、第１スキャナー７０１ａと第２スキャナー７０１ｂとの機差を調整する機差
調整部５１５をさらに備え、位置調整部５１１は、機差調整部５１５により機差が調整さ
れた場合、監視部５１３による印Ａの表裏位置ずれの監視の基準となる印Ａの調整基準位
置を決定する、ものである。
【０１４６】
　これにより、画像読取装置７は、印Ａの表裏位置ずれがあれば、１つのスキャナー７０
１で２度搬送する場合と比べ、印Ａの表裏位置ずれを検出するのに要する時間を短縮する
ことができる。
【０１４７】
　また、本実施形態に係る画像読取装置７によれば、機差調整部５１５は、用紙Ｐの同一
面に形成された印Ａに基づき、機差を調整する、ものである。
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【０１４８】
　これにより、画像読取装置７は、各スキャナー７０１の機差を正確に検出することがで
きる。
【０１４９】
　また、本実施形態に係る画像読取装置７によれば、監視部５１３は、用紙Ｐに形成され
た印Ａの表裏位置ずれを監視する際、位置調整部５１１により決定された印Ａの調整基準
位置のうちの用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの第１調整基準位置と、第１スキ
ャナー７０１ａにより読み取られた用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの印字位置
との第１調整基準ずれ量を監視すると共に、位置調整部５１１により決定された印Ａの調
整基準位置のうちの用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの第２調整基準位置と、第
２スキャナー７０１ｂにより読み取られた用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印
字位置との第２調整基準ずれ量を監視し、位置調整部５１１は、監視部５１３により監視
される第１調整基準ずれ量と、監視部５１３により監視される第２調整基準ずれ量とに基
づき、印Ａの表裏位置を調整する。
【０１５０】
　これにより、画像読取装置７は、低コストで印Ａの表裏位置ずれを監視することができ
る。
【０１５１】
　また、本実施形態に係る画像形成システム１によれば、上記に記載の画像読取装置７と
、用紙Ｐに画像を形成する画像形成装置５とを備える。
【０１５２】
　これにより、画像形成システム１は、画像読取装置７の場合と同様に、用紙Ｐに形成さ
れた画像の表裏位置を低コストで正確に読み取りつつ、画像の突発的な表裏位置ずれを容
易に検出することができる。
【０１５３】
　また、画像形成システム１は、システム全体として低コストなフィードバックシステム
を提供することができる。
【０１５４】
　また、本実施形態に係るプログラムによれば、画像形成装置５により、用紙Ｐの表裏に
それぞれ印Ａが形成され、印Ａを読み取る第１スキャナー７０１ａと、第１スキャナー７
０１ａの下流側に設けられ、印Ａを読み取る第２スキャナー７０１ｂと、を備えた画像読
取装置７を制御するコンピュータを、第１スキャナー７０１ａ及び第２スキャナー７０１
ｂの少なくとも一方により読み取られた印Ａの印字位置に基づき、印Ａの表裏位置を調整
する位置調整部５１１と、位置調整部５１１により調整された印Ａの表裏位置に基づき、
印Ａの表裏位置ずれを監視する監視部５１３と、として機能させるものである。
【０１５５】
　これにより、プログラムは、画像読取装置７の場合と同様に、用紙Ｐに形成された画像
の表裏位置を低コストで正確に読み取りつつ、画像の突発的な表裏位置ずれを容易に検出
することができる。
【０１５６】
実施形態２．
　実施形態２において、実施形態１と同一の構成については同一の符号を付記し、その説
明については省略する。実施形態２においては、マスター原稿を用いて各スキャナー７０
１の機差が調整され、マスター原稿に形成された印Ａを設計基準として用紙Ｐの印Ａの表
裏位置ずれの監視が実施される。
【０１５７】
　図１０は、本発明の実施形態２における用紙Ｐの搬送経路７００の一例を示す図である
。図１０に示すように、搬送経路７００に沿って、第１スキャナー７０１ａと、第２スキ
ャナー７０１ｂとが設けられている。よって、図１０の搬送経路７００は、第１スキャナ
ー７０１ａにより、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆを読み取らせ、第２スキャナー７０１ｂによ
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り、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆを読み取らせることができる。
【０１５８】
　図１０の搬送経路７００において、各スキャナー７０１の機差が調整される際、用紙Ｐ
としてマスター原稿が使用される。マスター原稿は、第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの
印字位置及び第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位置のそれぞれが、用紙Ｐの表裏貫
通方向において同一の位置に形成されるものである。
【０１５９】
　また、図１０の搬送経路７００において、機差調整部５１５は、第１スキャナー７０１
ａにより読み取られたマスター原稿の第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの印字位置と、第
２スキャナー７０１ｂにより読み取られたマスター原稿の第２面Ｐ＿２ｆに形成された印
Ａの印字位置とに基づき、各スキャナー７０１の機差を調整する。
【０１６０】
　また、図１０の搬送経路７００において、位置調整部５１１は、機差調整部５１５によ
りマスター原稿を用いて各スキャナー７０１の機差が調整された場合、印Ａの調整基準位
置として、マスター原稿に形成された印Ａの印字位置を印Ａの設計基準位置に設定する。
【０１６１】
　また、図１０の搬送経路７００において、監視部５１３は、用紙Ｐに形成された印Ａの
表裏位置ずれを監視する際、第１スキャナー７０１ａにより読み取られた用紙Ｐの第１面
Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの印字位置と、位置調整部５１１により設定された印Ａの設計
基準位置のうちマスター原稿の第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの第１設計基準位置との
第１設計基準位置ずれ量を監視する。
【０１６２】
　また、図１０の搬送経路７００において、監視部５１３は、用紙Ｐに形成された印Ａの
表裏位置ずれを監視する際、第２スキャナー７０１ｂにより読み取られた用紙Ｐの第２面
Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位置と、位置調整部５１１により設定された印Ａの設計
基準位置のうちマスター原稿の第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの第２設計基準位置との
第２設計基準位置ずれ量を監視する。
【０１６３】
　また、図１０の搬送経路７００において、位置調整部５１１は、監視部５１３により監
視される第１設計基準ずれ量と、監視部５１３により監視される第２設計基準ずれ量とに
基づき、印Ａの表裏位置を調整する。
【０１６４】
　次に、図１０の搬送経路７００における制御部５１の制御例について説明する。図１０
は、本発明の実施形態２における用紙Ｐの搬送経路７００の一例を示す図である。
【０１６５】
　ステップＳ４１において、第１スキャナー７０１ａがマスター原稿の第１面Ｐ＿１ｆに
形成された印Ａを読み取る。ステップＳ４２において、第２スキャナー７０１ｂがマスタ
ー原稿の第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａを読み取る。ステップＳ４３において、第１ス
キャナー７０１ａと第２スキャナー７０１ｂとの機差が調整される。
【０１６６】
　以上、ステップＳ４１～Ｓ４３の処理が、機差調整処理である。
【０１６７】
　ステップＳ４４において、マスター原稿に形成された印Ａが設計基準位置に設定される
。
【０１６８】
　なお、ステップＳ４４の処理が、用紙Ｐの表裏位置ずれを監視する際に行う設計基準位
置を決定する処理である。
【０１６９】
　ステップＳ４５において、第１スキャナー７０１ａが用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成さ
れた印Ａを読み取る。ステップＳ４６において、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印
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Ａと、設計基準位置のうちの第１面Ｐ＿１ｆの第１設計基準位置とにずれがあるか否かが
判定される。用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａと、設計基準位置のうちの第１面
Ｐ＿１ｆの第１設計基準位置とにずれがあると判定された場合、ステップＳ４７に進み、
ステップＳ４７において、第１面Ｐ＿１ｆのずれが調整され、ステップＳ４８に進む。一
方、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａと、設計基準位置のうちの第１面Ｐ＿１ｆ
の第１設計基準位置とにずれがないと判定された場合、ステップＳ４８に進む。
【０１７０】
　ステップＳ４８において、第２スキャナー７０１ｂが用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成さ
れた印Ａを読み取る。ステップＳ４９において、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印
Ａと、設計基準位置のうちの第２面Ｐ＿２ｆの第２設計基準位置とにずれがあるか否かが
判定される。用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａと、設計基準位置のうちの第２面
Ｐ＿２ｆの第２設計基準位置とにずれがあると判定された場合、ステップＳ５０に進み、
ステップＳ５０において、第２面Ｐ＿２ｆのずれが調整され、ステップＳ５１に進む。一
方、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａと、設計基準位置のうちの第２面Ｐ＿２ｆ
の第２設計基準位置とにずれがないと判定された場合、ステップＳ５１に進む。
【０１７１】
　ステップＳ５１において、監視が終了されるか否かが判定される。監視が終了されると
判定された場合、処理を終了する。一方、監視が終了されないと判定された場合、ステッ
プＳ４５に戻る。
【０１７２】
　以上、ステップＳ４５～Ｓ５１の処理が、監視処理及び位置調整処理である。
【０１７３】
　次に、機差調整及び表裏位置ずれ調整について具体的に説明する。図１２は、本発明の
実施形態２における印Ａの表裏位置調整例を示す図である。図１２の０枚目は、監視前に
行われる機差調整用のマスター原稿が対応し、１枚目以降は、機差調整後に行われる監視
用の用紙Ｐが対応する。
【０１７４】
　具体的には、０枚目においては、マスター原稿に形成された印Ａの表裏位置ずれを監視
する前に行われる各スキャナー７０１の機差調整が実施される。例えば、第２スキャナー
７０１ｂにより読み取られた第２面Ｐ＿２ｆの印Ａの印字位置が、マスター原稿の第２面
Ｐ＿２ｆの印Ａの印字位置に合わせて調整される。また、監視用の１枚目が各スキャナー
７０１により読み取られる前に、監視に用いるための設計基準位置を設定する処理が実施
される。
【０１７５】
　また、１枚目以降においては、１枚目の前において設定された設計基準位置に基づき、
印Ａの表裏位置ずれが監視される。例えば、ｎ枚目において、第２スキャナー７０１ｂに
より読み取られた第２面Ｐ＿２ｆの印Ａの印字位置が、１枚目の前において設定された第
２設計基準位置に合わせて調整される。
【０１７６】
　なお、監視用の設計基準位置は、マスター原稿に形成された印Ａの印字位置に設定され
るが、これに限定されない。例えば、０枚目において機差調整される際、マスター原稿に
合わせて調整されるため、監視用の設計基準位置は、０枚目において機差調整された印Ａ
の印字位置であってもよい。
【０１７７】
　上記説明では、マスター原稿を用いる一例について説明したが、マスター原稿のように
ずれがないものであれば、マスター原稿に限定されない。つまり、表裏から同一基準で位
置関係を読み込める原稿Ｔであってもよい。
【０１７８】
　具体的には、原稿Ｔの表面から裏面に貫通するような丸穴又は四角穴がある原稿Ｔであ
ってもよい。この場合、原稿Ｔの表面からも裏面からも同一の穴位置を読み込むことが可
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能となる。また、原稿Ｔの表面から裏面に、又は原稿Ｔの裏面から表面に浸透するような
特殊なインクにより表裏位置印がついた原稿Ｔであってもよい。また、原稿Ｔの表面から
裏面に貫通し、且つ通紙の妨げとならない部材、例えばステイプラーの針等を付着させた
原稿Ｔであってもよい。
【０１７９】
　以上、画像読取装置７において、マスター原稿に形成された印Ａに基づき、各スキャナ
ー７０１の機差が調整され、マスター原稿に形成された印Ａが印Ａの設計基準位置に設定
される。
【０１８０】
　よって、各スキャナー７０１の機差は絶対基準に基づき調整され、用紙Ｐに形成された
印Ａの表裏位置ずれは絶対基準に基づき監視されるため、各スキャナー７０１の機差と、
印Ａの表裏位置とを精度よく調整することができる。
【０１８１】
　また、画像読取装置７において、第１スキャナー７０１ａにより読み取られた用紙Ｐの
第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの印字位置と、マスター原稿の第１面Ｐ＿１ｆに形成さ
れた印Ａの設計基準位置との第１設計基準ずれ量が監視され、第２スキャナー７０１ｂに
より読み取られた用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位置と、マスター原稿
の第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの設計基準位置との第２設計基準ずれ量が監視され、
第１設計基準ずれ量と、第２設計基準ずれ量とに基づき、印Ａの表裏位置が調整される。
【０１８２】
　よって、絶対的な印Ａの表裏位置ずれに基づき、印Ａの表裏位置が調整されるため、印
Ａの表裏位置ずれを精度よく監視することができる。
【０１８３】
　以上の説明から、本実施形態に係る画像読取装置７によれば、機差が調整される際、用
紙Ｐとしてマスター原稿が使用され、マスター原稿の第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの
印字位置及びマスター原稿の第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位置のそれぞれは、
用紙Ｐの表裏貫通方向において同一の位置に形成されるものであって、機差調整部５１５
は、第１スキャナー７０１ａにより読み取られたマスター原稿の第１面Ｐ＿１ｆに形成さ
れた印Ａの印字位置と、第２スキャナー７０１ｂにより読み取られたマスター原稿の第２
面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位置とに基づき、機差を調整し、位置調整部５１１は
、機差調整部５１５によりマスター原稿を用いて機差が調整された場合、印Ａの調整基準
位置として、マスター原稿に形成された印Ａの印字位置を印Ａの設計基準位置に設定する
、ものである。
【０１８４】
　これにより、画像読取装置７は、各スキャナー７０１の機差と、印Ａの表裏位置とを精
度よく調整することができる。
【０１８５】
　また、本実施形態に係る画像読取装置７によれば、監視部５１３は、用紙Ｐに形成され
た印Ａの表裏位置ずれを監視する際、第１スキャナー７０１ａにより読み取られた用紙Ｐ
の第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの印字位置と、位置調整部５１１により設定された印
Ａの設計基準位置のうちマスター原稿の第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの第１設計基準
位置との第１設計基準ずれ量を監視すると共に、第２スキャナー７０１ｂにより読み取ら
れた用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位置と、位置調整部５１１により設
定された印Ａの設計基準位置のうちマスター原稿の第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの第
２設計基準位置との第２設計基準ずれ量を監視し、位置調整部５１１は、監視部５１３に
より監視される第１設計基準ずれ量と、監視部５１３により監視される第２設計基準ずれ
量とに基づき、印Ａの表裏位置を調整する、ものである。
【０１８６】
　これにより、画像読取装置７は、印Ａの表裏位置ずれを精度よく監視することができる
。
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【０１８７】
実施形態３．
　実施形態３において、実施形態１、２と同一の構成については同一の符号を付記し、そ
の説明については省略する。実施形態３においては、第１スキャナー７０１ａにより調整
された印Ａの表裏位置を基準として、第２スキャナー７０１ｂにより印Ａの表裏位置ずれ
の監視が実施される。
【０１８８】
　図１３は、本発明の実施形態３における用紙Ｐの搬送経路７００において異なる用紙Ｐ
を搬送させる一例を示す図である。図１３の搬送経路７００は、第１スキャナー７０１ａ
の上流側に、反転経路７５１ｂが設けられている。図１３の反転経路７５１ｂは、上流側
から搬送されるフェイスアップされた用紙Ｐをフェイスダウンし、下流側にある第１スキ
ャナー７０１ａに搬送する。よって、用紙Ｐが反転経路７５１ｂを通過すれば、第１スキ
ャナー７０１ａは、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆを読み取り、第２スキャナー７０１ｂは、用
紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆを読み取ることができる。また、用紙Ｐが反転経路７５１ｂを通過
しなければ、第１スキャナー７０１ａは、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆを読み取り、第２スキ
ャナー７０１ｂは、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆを読み取ることができる。
【０１８９】
　図１３の搬送経路７００において、位置調整部５１１は、第１スキャナー７０１ａによ
り読み取られた用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの印字位置と、第１スキャナー
７０１ａにより読み取られた用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位置とに基
づき、印Ａの表裏位置を調整する。また、図１３の搬送経路７００において、位置調整部
５１１は、印Ａの表裏位置を調整した場合、監視部５１３による印Ａの表裏位置ずれの監
視の基準となる印Ａの調整基準位置を決定する。
【０１９０】
　また、図１３の搬送経路７００において、第２スキャナー７０１ｂは、監視部５１３に
より印Ａの表裏位置ずれが監視される際、用紙Ｐに形成された印Ａを読み取る。また、図
１３の搬送経路７００において、監視部５１３は、用紙Ｐに形成された印Ａの表裏位置ず
れを監視する際、位置調整部５１１により決定された印Ａの調整基準位置と、第２スキャ
ナー７０１ｂにより読み取られた印Ａの印字位置との調整基準位置ずれ量を監視する。
【０１９１】
　また、図１３の搬送経路７００において、位置調整部５１１は、監視部５１３により監
視される調整基準ずれ量に基づき、印Ａの表裏位置を調整する。
【０１９２】
　次に、図１３の搬送経路７００における制御部５１の制御例について説明する。図１４
は、本発明の実施形態３における制御例を説明するフローチャートである。
【０１９３】
　ステップＳ７１において、第１スキャナー７０１ａが用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成さ
れた印Ａを読み取る。ステップＳ７２において、第１スキャナー７０１ａが用紙Ｐの第２
面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａを読み取る。ステップＳ７３において、印Ａの表裏位置が調
整されたか否かが判定される。印Ａの表裏位置が調整されたと判定された場合、ステップ
Ｓ７５に進み、ステップＳ７５において、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの印
字位置と、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位置とに基づき調整基準位置
が決定される。一方、印Ａの表裏位置が調整されていないと判定された場合、ステップＳ
７４において、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの印字位置と、用紙Ｐの第２面
Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位置とに基づき印Ａの表裏位置が調整され、ステップＳ
７１に戻る。
【０１９４】
　以上、ステップＳ７１～Ｓ７５の処理が、用紙Ｐの表裏位置ずれを監視する際に行う調
整基準位置を決定する処理である。
【０１９５】
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　ステップＳ７６において、第２スキャナー７０１ｂが用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成さ
れた印Ａを読み取る。ステップＳ７７において、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印
Ａと、調整基準位置のうちの第１面Ｐ＿１ｆの第１調整基準位置とにずれがあるか否かが
判定される。用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａと、調整基準位置のうちの第１面
Ｐ＿１ｆの第１調整基準位置とにずれがあると判定された場合、ステップＳ７８に進み、
ステップＳ７８において、第１面Ｐ＿１ｆのずれが調整され、ステップＳ７９に進む。一
方、用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａと、調整基準位置のうちの第１面Ｐ＿１ｆ
の第１調整基準位置とにずれがないと判定された場合、ステップＳ７９に進む。
【０１９６】
　ステップＳ７９において、第２スキャナー７０１ｂが用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成さ
れた印Ａを読み取る。ステップＳ８０において、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印
Ａと、調整基準位置のうちの第２面Ｐ＿２ｆの第２調整基準位置とにずれがあるか否かが
判定される。用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａと、調整基準位置のうちの第２面
Ｐ＿２ｆの第２調整基準位置とにずれがあると判定された場合、ステップＳ８１に進み、
ステップＳ８１において、第２面Ｐ＿２ｆのずれが調整され、ステップＳ８２に進む。一
方、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａと、調整基準位置のうちの第２面Ｐ＿２ｆ
の第２調整基準位置とにずれがないと判定された場合、ステップＳ８２に進む。
【０１９７】
　ステップＳ８２において、監視が終了されるか否かが判定される。監視が終了されると
判定された場合、処理を終了する。一方、監視が終了されないと判定された場合、ステッ
プＳ７６に戻る。
【０１９８】
　以上、ステップＳ７６～Ｓ８３の処理が、監視処理及び位置調整処理である。
【０１９９】
　次に、表裏位置ずれ調整について具体的に説明する。図１５は、本発明の実施形態３に
おける印Ａの表裏位置調整例を示す図である。図１５の表裏０回目は、監視前に行われ表
裏位置調整用の用紙Ｐが対応し、且つ、第１スキャナー７０１ａの読取結果のみが使用さ
れる。図１５の表裏１回目以降は、表裏位置調整後に行われる監視用の用紙Ｐが対応し、
且つ、第２スキャナー７０１ｂの読取結果のみが使用される。
【０２００】
　具体的には、表裏０回目においては、用紙Ｐに形成された印Ａの表裏位置ずれを監視す
る前に行われる第１スキャナー７０１ａにより表裏位置調整が実施される。例えば、第１
スキャナー７０１ａにより読み取られた第２面Ｐ＿２ｆの印Ａの印字位置が、第１スキャ
ナー７０１ａにより読み取られた第１面Ｐ＿１ｆの印Ａの印字位置に合わせて調整される
。
【０２０１】
　また、表裏１回目においては、監視に用いるための調整基準位置を決定する処理が実施
される。表裏２回目以降においては、表裏１回目において決定された調整基準位置に基づ
き、印Ａの表裏位置ずれが監視される。例えば、ｎ枚目において、第２スキャナー７０１
ｂにより読み取られた第２面Ｐ＿２ｆの印Ａの印字位置が、１枚目において決定された第
２調整基準位置に合わせて調整される。
【０２０２】
　なお、印Ａの印字位置が設計値と合っていたとしても、１枚目において調整基準位置が
決定された場合、１枚目において決定された調整基準位置と差異がないように調整される
。
【０２０３】
　なお、図１３の搬送経路７００に設けられた反転経路７５１ｂの場合、異なる用紙Ｐに
より表裏位置が調整されたが、これに限定されない。図１６は、本発明の実施形態３にお
ける用紙Ｐの搬送経路７００において同一の用紙Ｐを搬送させる一例を示す図である。
【０２０４】
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　図１６の搬送経路７００は、第１スキャナー７０１ａと、第２スキャナー７０１ｂとの
間に、反転経路７５１ａが設けられている。よって、第１スキャナー７０１ａは、フェイ
スアップされて搬送される用紙Ｐを読み取ることができる。また、反転経路７５１ａは、
フェイスアップされて搬送される用紙Ｐをフェイスダウンして下流側に搬送することがで
きる。したがって、図１６の反転経路７５１ａは、第１スキャナー７０１ａには、１回目
に用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆを読み取らせ、２回目に用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆを読み取らせ
ることができる。これにより、図９の反転経路７５１ａは、同一の用紙Ｐの異なる面、す
なわち、第１面Ｐ＿１ｆ及び第２面Ｐ＿２ｆを各スキャナー７０１に読み取らせることが
できる。
【０２０５】
　以上、画像読取装置７において、第１スキャナー７０１ａにより、用紙Ｐの第１面Ｐ＿
１ｆに形成された印Ａの印字位置と、用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成された印Ａの印字位
置とに基づき、印Ａの表裏位置が調整される。
【０２０６】
　さらに、画像読取装置７において、第１スキャナー７０１ａにより印Ａの表裏位置が調
整された場合、印Ａの表裏位置ずれの基準となる印Ａの調整基準位置が決定される。
【０２０７】
　よって、第１スキャナー７０１ａの読取結果を基準として印Ａの表裏位置ずれが監視さ
れるため、各スキャナー７０１の機差を調整する必要がない。したがって、各スキャナー
７０１の機差の影響を受けることなく印Ａの表裏位置ずれを監視することができる。
【０２０８】
　また、画像読取装置７において、第２スキャナー７０１ｂにより印Ａの表裏位置ずれ量
が監視され、その監視結果に基づき印Ａの表裏位置ずれが調整される。
【０２０９】
　よって、第２スキャナー７０１ｂと、第１スキャナー７０１ａとに機差があったとして
も、第２スキャナー７０１ｂは、第１スキャナー７０１ａの読取結果に基づき決定された
印Ａの調整基準位置との相対的な差異を検出すればよいため、各スキャナー７０１の機差
の影響を受けることなく、特に顕著に、印Ａの表裏位置ずれを監視することができる。
【０２１０】
　以上の説明から、本実施形態に係る画像読取装置７によれば、位置調整部５１１は、第
１スキャナー７０１ａにより読み取られた用紙Ｐの第１面Ｐ＿１ｆに形成された印Ａの印
字位置と、第１スキャナー７０１ａにより読み取られた用紙Ｐの第２面Ｐ＿２ｆに形成さ
れた印Ａの印字位置とに基づき、印Ａの表裏位置を調整した場合、監視部５１３による印
Ａの表裏位置ずれの監視の基準となる印Ａの調整基準位置を決定する、ものである。
【０２１１】
　これにより、各スキャナー７０１の機差の影響を受けることなく印Ａの表裏位置ずれを
監視することができる。
【０２１２】
　また、画像読取装置７によれば、第２スキャナー７０１ｂは、監視部５１３により印Ａ
の表裏位置ずれが監視される際、用紙Ｐに形成された印Ａを読み取り、監視部５１３は、
用紙Ｐに形成された印Ａの表裏位置ずれを監視する際、位置調整部５１１により決定され
た印Ａの調整基準位置と、第２スキャナー７０１ｂにより読み取られた印Ａの印字位置と
の調整基準ずれ量を監視し、位置調整部５１１は、監視部５１３により監視される調整基
準ずれ量に基づき、印Ａの表裏位置を調整する、ものである。
【０２１３】
　これにより、各スキャナー７０１の機差の影響を受けることなく、特に顕著に、印Ａの
表裏位置ずれを監視することができる。
【０２１４】
　以上、本発明に係る画像形成装置５及び画像読取装置７を実施形態に基づいて説明した
が、本発明はこれに限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、変更を
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加えてもよい。
【０２１５】
　例えば、本実施形態においては、用紙Ｐが水平に搬送される方向であり、測色計７０３
と、校正部７０５とが用紙Ｐの上下に設けられる配置構成の一例について説明したが、特
にこれに限定されるものではない。例えば、用紙Ｐが垂直に搬送される方向であり、測色
計７０３と、校正部７０５とが用紙Ｐの左右に設けられる配置構成であってもよい。
【０２１６】
　また、画像読取信号Ｓｏｕｔが、Ｒ色、Ｇ色、及びＢ色成分を含むデジタルの画像デー
タ（ＲＧＢコード）としてＲＧＢ表色系で定まる一例について説明したが、これに限らず
、Ｌ＊ａ＊ｂ＊表色系等のような異なる表色系で定まるものであってもよい。
【符号の説明】
【０２１７】
　１　　　　　画像形成システム
　３　　　　　給紙装置
　５　　　　　画像形成装置
　７　　　　　画像読取装置
　８　　　　　排紙装置
　９　　　　　排紙トレイ
　１１　　　　画像形成装置本体
　１２　　　　画像読取部
　１２１　　　第１のプラテンガラス
　１２２　　　第２のプラテンガラス
　１２３　　　光源
　１２４～１２６　ミラー
　１２７　　　結像光学部
　１２８　　　イメージセンサー
　１４　　　　自動原稿送り装置
　１４１　　　原稿載置部
　１４２ａ，１４２ｂ，１４３，１４４　ローラー
　１４５　　　反転部
　１４６　　　排紙皿
　２０　　　　給紙部
　２００　　　給紙カセット
　２０１　　　送り出しローラー
　３０　　　　搬送部
　３００　　　搬送経路
　３０２Ａ　　給紙ローラー
　３０２Ｂ，３０２Ｃ，３０２Ｄ　搬送ローラー
　３０３　　　レジストローラー
　３０４　　　排紙ローラー
　３０５　　　排紙トレイ
　３０６　　　分岐部
　３０７Ａ　　循環通紙路
　３０７Ｂ　　反転搬送路
　３０７Ｃ　　再給紙搬送路
　４１　　　　制御部
　４３　　　　画像処理部
　５１　　　　制御部
　５１１　　　位置調整部
　５１３　　　監視部
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　５１５　　　機差調整部
　６０　　　　画像形成部
　６０１，６０１Ｙ，６０１Ｍ，６０１Ｃ，６０１Ｋ　画像形成ユニット
　６１１，６１１Ｙ，６１１Ｍ，６１１Ｃ，６１１Ｋ　ＬＥＤ書き込みユニット
　６１２，６１２Ｙ，６１２Ｍ，６１２Ｃ，６１２Ｋ　現像部
　６１３，６１３Ｙ，６１３Ｍ，６１３Ｃ，６１３Ｋ　感光ドラム
　６１４，６１４Ｙ，６１４Ｍ，６１４Ｃ，６１４Ｋ　帯電部
　６１６，６１６Ｙ，６１６Ｍ，６１６Ｃ，６１６Ｋ　クリーニング部
　６２０　　　中間転写部
　６２１　　　中間転写ベルト
　６２２，６２２Ｙ，６２２Ｍ，６２２Ｃ，６２２Ｋ　一次転写ローラー
　６２３　　　二次転写ローラー
　６２４　　　ベルトクリーニング装置
　６３０　　　定着部
　６３１　　　加熱ローラー
　６３２　　　加圧ローラー
　６３３　　　加熱部
　８１　　　　位置決め検知部
　８３　　　　温度検知部
　７００　　　搬送経路
　７０１　　　スキャナー
　７０１ａ　　第１スキャナー
　７０１ｂ　　第２スキャナー
　７０３　　　測色計
　７０５，７０５ａ～７０５ｃ　　　校正部
　７３１　　　搬送ローラー
７５１，７５１ａ，７５１ｂ　　　　反転経路
　Ｐ　　　　　用紙
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【図１６】

【手続補正書】
【提出日】令和1年7月11日(2019.7.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　用紙に画像を形成する画像形成部と、
　前記画像形成部により画像形成された用紙が直接搬送され、搬送されている画像を読み
取る読取部と、
　を備え、
　前記画像形成部は、印字位置の調整に用いる印を用紙に形成し、
　前記読取部は、用紙に形成された印を読み取り、
　複数枚の用紙にわたって連続する画像形成中に、用紙に形成される印の基準位置と、前
記読取部により読み取られた用紙に形成された印の印字位置とのずれ量を監視する監視部
と、
　前記ずれ量に基づいて、連続する画像形成における後続の用紙に対して印字位置を調整
する調整部と、
　を備える画像形成システム。
【請求項２】
　前記画像形成部は、両面印刷される用紙の第１面及び第２面に印を形成し、
　前記読取部は、用紙の前記第１面に形成された印及び前記第２面に形成された印を読み
取り、
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　前記監視部は、前記基準位置と、前記読取部により読み取られた用紙の前記第１面に形
成された印の印字位置とのずれ量である第１基準ずれ量を監視し、前記基準位置と、前記
読取部により読み取られた用紙の前記第２面に形成された印の印字位置とのずれ量である
第２基準ずれ量を監視し、
　前記調整部は、前記第１基準ずれ量と、前記第２基準ずれ量とに基づいて、両面印刷に
おける印字位置を調整する
　請求項１に記載の画像形成システム。
【請求項３】
　用紙に画像を形成する画像形成部と、
　前記画像形成部により画像形成された用紙が直接搬送され、搬送されている画像を読み
取る読取部と、
を備え、
　前記画像形成部は、両面印刷される用紙の第１面及び第２面に印を形成し、
前記読取部は、用紙の前記第１面に形成された印及び前記第２面に形成された印を読み取
り、
　複数枚の用紙にわたって連続する画像形成中に、用紙の前記第１面に形成される印の第
１基準位置と、前記読取部により読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位
置との第１ずれ量を監視し、用紙の前記第２面に形成される印の第２基準位置と、前記読
取部により読み取られた用紙の前記第２面に形成された印の印字位置との第２ずれ量を監
視する監視部と、
前記第１ずれ量と、前記第２ずれ量とに基づいて、連続する画像形成における後続の用紙
に対して印字位置を調整する調整部と、
　を備える画像形成システム。
【請求項４】
　用紙に画像を形成する画像形成部と、
　用紙に形成された画像を読み取る第１スキャナー及び第２スキャナーと、
　を備え、
　前記画像形成部は、両面印刷される用紙の第１面及び第２面に印を形成し、
　前記第１スキャナーは、用紙の前記第１面に形成された印を読み取り、
　前記第２スキャナーは、用紙の前記第２面に形成された印を読み取り、
　複数枚の用紙にわたって連続する画像形成中に、用紙の前記第１面に形成される印の第
１基準位置と、前記第１スキャナーにより読み取られた用紙の前記第１面に形成された印
の印字位置との第１ずれ量を監視し、用紙の前記第２面に形成される印の第２基準位置と
、前記第２スキャナーにより読み取られた用紙の前記第２面に形成された印の印字位置と
の第２ずれ量を監視する監視部と、
　前記第１ずれ量と、前記第２ずれ量とに基づいて、連続する画像形成における後続の用
紙に対して印字位置を調整する調整部と、
　を備える画像形成システム。
【請求項５】
　用紙の前記第１面に形成される印の第１基準位置と、用紙の前記第２面に形成される印
の第２基準位置とを決定する決定部を備える
　請求項４に記載の画像形成システム。
【請求項６】
　前記決定部は、
　前記第１スキャナーにより用紙の前記第１面に形成された印を読み取ることで前記第１
基準位置を決定し、
　前記第２スキャナーにより用紙の前記第２面に形成された印を読み取ることで前記第２
基準位置を決定する
　請求項５に記載の画像形成システム。
【請求項７】
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　前記決定部は、
　設計基準に基づいて前記第１基準位置及び前記第２基準位置を決定する
　請求項５に記載の画像形成システム。
【請求項８】
　前記決定部は、
　複数枚の用紙にわたって連続する画像形成の１枚目の用紙の前記第１面に形成された印
を前記第１スキャナーにより読み取ることで前記第１基準位置を決定し、
　複数枚の用紙にわたって連続する画像形成の１枚目の用紙の前記第２面に形成された印
を前記第２スキャナーにより読み取ることで前記第２基準位置を決定し、
　前記監視部は、複数枚の用紙にわたって連続する画像形成の２枚目以降の用紙において
、前記第１ずれ量及び前記第２ずれ量を監視する
　請求項５に記載の画像形成システム。
【請求項９】
　前記第２スキャナーは、前記第１スキャナーに対して搬送方向において下流側、かつ用
紙を通紙させる搬送経路を挟んで前記第１スキャナーに対して反対側に設けられる
　請求項５～８のいずれか一項に記載の画像形成システム。
【請求項１０】
　前記印は、用紙の角に対応して４つ形成される
　請求項１～９のいずれか一項に記載の画像形成システム。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、画像形成システムに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明は、従来の課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは
、用紙に形成された画像の表裏位置を低コストで正確に読み取りつつ、画像の突発的な表
裏位置ずれを容易に検出することができる画像形成システムを提供することにある。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明に係る画像形成システムは、用紙に画像を形成する画
像形成部と、前記画像形成部により画像形成された用紙が直接搬送され、搬送されている
画像を読み取る読取部と、を備え、前記画像形成部は、印字位置の調整に用いる印を用紙
に形成し、前記読取部は、用紙に形成された印を読み取り、複数枚の用紙にわたって連続
する画像形成中に、用紙に形成される印の基準位置と、前記読取部により読み取られた用
紙に形成された印の印字位置とのずれ量を監視する監視部と、前記ずれ量に基づいて、連
続する画像形成における後続の用紙に対して印字位置を調整する調整部と、を備える、も
のである。
【手続補正６】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、記画像形成部は、両面印刷される用紙
の第１面及び第２面に印を形成し、前記読取部は、用紙の前記第１面に形成された印及び
前記第２面に形成された印を読み取り、前記監視部は、前記基準位置と、前記読取部によ
り読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印字位置とのずれ量である第１基準ず
れ量を監視し、前記基準位置と、前記読取部により読み取られた用紙の前記第２面に形成
された印の印字位置とのずれ量である第２基準ずれ量を監視し、前記調整部は、前記第１
基準ずれ量と、前記第２基準ずれ量とに基づいて、両面印刷における印字位置を調整する
、ことが好ましい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　また、本発明に係る画像形成システムは、用紙に画像を形成する画像形成部と、前記画
像形成部により画像形成された用紙が直接搬送され、搬送されている画像を読み取る読取
部と、を備え、前記画像形成部は、両面印刷される用紙の第１面及び第２面に印を形成し
、前記読取部は、用紙の前記第１面に形成された印及び前記第２面に形成された印を読み
取り、複数枚の用紙にわたって連続する画像形成中に、用紙の前記第１面に形成される印
の第１基準位置と、前記読取部により読み取られた用紙の前記第１面に形成された印の印
字位置との第１ずれ量を監視し、用紙の前記第２面に形成される印の第２基準位置と、前
記読取部により読み取られた用紙の前記第２面に形成された印の印字位置との第２ずれ量
を監視する監視部と、前記第１ずれ量と、前記第２ずれ量とに基づいて、連続する画像形
成における後続の用紙に対して印字位置を調整する調整部と、を備える、ものである。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また、本発明に係る画像形成システムは、用紙に画像を形成する画像形成部と、用紙に
形成された画像を読み取る第１スキャナー及び第２スキャナーと、を備え、前記画像形成
部は、両面印刷される用紙の第１面及び第２面に印を形成し、前記第１スキャナーは、用
紙の前記第１面に形成された印を読み取り、前記第２スキャナーは、用紙の前記第２面に
形成された印を読み取り、複数枚の用紙にわたって連続する画像形成中に、用紙の前記第
１面に形成される印の第１基準位置と、前記第１スキャナーにより読み取られた用紙の前
記第１面に形成された印の印字位置との第１ずれ量を監視し、用紙の前記第２面に形成さ
れる印の第２基準位置と、前記第２スキャナーにより読み取られた用紙の前記第２面に形
成された印の印字位置との第２ずれ量を監視する監視部と、前記第１ずれ量と、前記第２
ずれ量とに基づいて、連続する画像形成における後続の用紙に対して印字位置を調整する
調整部と、を備える、ものである。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１４】
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、用紙の前記第１面に形成される印の第
１基準位置と、用紙の前記第２面に形成される印の第２基準位置とを決定する決定部を備
える、ことが好ましい。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記決定部は、前記第１スキャナーに
より用紙の前記第１面に形成された印を読み取ることで前記第１基準位置を決定し、前記
第２スキャナーにより用紙の前記第２面に形成された印を読み取ることで前記第２基準位
置を決定する、ことが好ましい。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記決定部は、設計基準に基づいて前
記第１基準位置及び前記第２基準位置を決定する、ことが好ましい。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記決定部は、複数枚の用紙にわたっ
て連続する画像形成の１枚目の用紙の前記第１面に形成された印を前記第１スキャナーに
より読み取ることで前記第１基準位置を決定し、複数枚の用紙にわたって連続する画像形
成の１枚目の用紙の前記第２面に形成された印を前記第２スキャナーにより読み取ること
で前記第２基準位置を決定し、前記監視部は、複数枚の用紙にわたって連続する画像形成
の２枚目以降の用紙において、前記第１ずれ量及び前記第２ずれ量を監視する、ことが好
ましい。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記第２スキャナーは、前記第１スキ
ャナーに対して搬送方向において下流側、かつ用紙を通紙させる搬送経路を挟んで前記第
１スキャナーに対して反対側に設けられる、ことが好ましい。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００１９】
　また、本発明に係る画像形成システムにおいて、前記印は、用紙の角に対応して４つ形
成される、ことが好ましい。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２０
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００２９
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３０
【補正方法】削除
【補正の内容】
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